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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のアプリケーションフォーマットと所定のファイルシステムに従って、映像音声ス
トリームデータを前記アプリケーションフォーマットの記録映像ストリームデータ単位毎
に記録ハードディスクにファイルとして記録する映像記録ビデオカメラ装置において、
　所定のファイルの前記記録ハードディスクへの記録制御として、前記映像音声ストリー
ムデータを前記記録映像ストリームデータ単位毎に前記記録ハードディスクへ記録してい
く映像音声ストリーム本体データ記録制御と、前記記録ハードディスクにおける前記ファ
イルシステムの１以上の管理情報データテーブルを更新する管理情報データ更新制御とを
行う記録制御手段と、
　前記記録制御手段による前記記録制御中において、前記記録映像ストリームデータ単位
と前記ファイルシステムの最小記録クラスタ単位の最小公倍数の整数倍を差分情報生成デ
ータ単位として、前記差分情報生成データ単位毎に、前記アプリケーションフォーマット
の属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報を順次生成す
るアプリケーションフォーマット差分生成手段と、
　前記記録制御手段による前記記録制御中において、前記差分情報生成データ単位毎に、
前記ファイルシステムの属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後での
差分情報を順次生成するファイルシステム差分生成手段と、
　前記ファイルシステム差分生成手段により生成された前記ファイルシステムの属性情報
についての差分情報を、前記ファイルシステムの修復に使うバックアップ情報として記憶
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するバックアップ記憶手段と、
　前記管理情報データ更新制御における前記１以上の管理情報データテーブルのそれぞれ
の書き込み開始を示す第１のマークを記憶する進捗マーク記憶手段と、
　前記記録制御手段による前記記録制御が異常終了した場合、前記１以上の管理情報デー
タテーブルのそれぞれの書き込み開始を示す第１のマークの前記進捗マーク記憶手段への
記憶有無に応じて、前記バックアップ記憶手段に記憶された前記バックアップ情報で所定
の前記管理情報データテーブルを修復する制御を行う修復制御手段と
　を備える映像記録ビデオカメラ装置。
【請求項２】
　前記進捗マーク記憶手段は、さらに、前記記録映像ストリーム本体データ記録制御中を
示す第２のマークを記憶する
　請求項１に記載の映像記録ビデオカメラ装置。
【請求項３】
　前記修復制御手段は、前記第１のマークが進捗マーク記憶手段に記憶されている場合、
所定の前記管理情報データテーブルを修復する制御を行う
　請求項２に記載の映像記録ビデオカメラ装置。
【請求項４】
　前記ファイルシステムは、FAT（File Allocation Table）形式ファイルルシステムであ
り、前記ファイルシステムの管理情報データテーブルは、FAT1，FAT2，Directory Entry
から構成されている
　請求項３に記載の映像記録ビデオカメラ装置。
【請求項５】
　前記修復制御手段は、前記FAT1，前記FAT2，前記Directory Entryの一括修復を行う
　請求項４に記載の映像記録ビデオカメラ装置。
【請求項６】
　前記ファイルシステムは、FAT（File Allocation Table）形式ファイルルシステムであ
り、前記ファイルシステムの管理情報データテーブルは、FAT1，FAT2，Directory Entry
から構成され、
　前記記録制御手段による前記管理情報データ更新制御として、前記FAT1の更新制御，前
記FAT2の更新制御，前記Directory Entryの更新制御がその順番で行われ、
　前記進捗マーク記憶手段は、
　　前記第１のマークとして、
　　前記FAT1の書き込み開始を示す第１－０のマークを記憶し、
　　前記FAT2の書き込み開始を示す第１－１のマークを記憶し、
　　前記Directory Entryの書き込み開始を示す第１－２のマークを記憶し、
　前記修復制御手段は、　
　　前記第１－０のマークが前記進捗マーク記憶手段に記憶されている場合、前記FAT1，
前記FAT2，前記Directory Entryの修復を行い、
　　前記第１－１のマークが前記進捗マーク記憶手段に記憶されている場合、前記FAT2，
前記Directory Entryの修復を行い、
　　前記第１－２のマークが前記進捗マーク記憶手段に記憶されている場合、前記Direct
ory Entryの修復を行う
　請求項４に記載の映像記録ビデオカメラ装置。
【請求項７】
　前記記録映像ストリームデータ単位は、ＲＵＶ（Recording Unit of Video Recording
）である
　請求項１に記載の映像記録ビデオカメラ装置。
【請求項８】
　所定のアプリケーションフォーマットと所定のファイルシステムに従って、映像音声ス
トリームデータを前記アプリケーションフォーマットの記録映像ストリームデータ単位毎
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に記録ハードディスクにファイルとして記録する映像記録ビデオカメラ装置の映像記録方
法において、
　所定のファイルの前記記録ハードディスクへの記録制御として、前記映像音声ストリー
ムデータを前記記録映像ストリームデータ単位毎に前記記録ハードディスクへ記録してい
く映像音声ストリーム本体データ記録制御と、前記記録ハードディスクにおける前記ファ
イルシステムの１以上の管理情報データテーブルを更新する管理情報データ更新制御とを
行い、
　前記記録制御中において、前記記録映像ストリームデータ単位と前記ファイルシステム
の最小記録クラスタ単位の最小公倍数の整数倍を差分情報生成データ単位として、前記差
分情報生成データ単位毎に、前記アプリケーションフォーマットの属性情報の、前記差分
情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報を順次生成し、
　前記記録制御中において、前記差分情報生成データ単位毎に、前記ファイルシステムの
属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報を順次生成し、
　生成された前記ファイルシステムの属性情報についての差分情報を、前記ファイルシス
テムの修復に使うバックアップ情報としてバックアップ記憶手段に記憶し、
　前記管理情報データ更新制御における各前記管理情報データテーブルの書き込み開始を
示す第１のマークを進捗マーク記憶手段に記憶し、
　前記記録制御が異常終了した場合、前記１以上の管理情報データテーブルのそれぞれの
書き込み開始を示す第１のマークの前記進捗マーク記憶手段への記憶有無に応じて、前記
バックアップ記憶手段に記憶された前記バックアップ情報で所定の前記管理情報データテ
ーブルを修復する制御を行う
　ステップを含む映像記録方法。
【請求項９】
　所定のアプリケーションフォーマットと所定のファイルシステムに従って、映像音声ス
トリームデータを前記アプリケーションフォーマットの記録映像ストリームデータ単位毎
に記録ハードディスクにファイルとして記録する制御をコンピュータに実行させるプログ
ラムであって、
　所定のファイルの前記記録ハードディスクへの記録制御として、前記映像音声ストリー
ムデータを前記記録映像ストリームデータ単位毎に前記記録ハードディスクへ記録してい
く映像音声ストリーム本体データ記録制御と、前記記録ハードディスクにおける前記ファ
イルシステムの１以上の管理情報データテーブルを更新する管理情報データ更新制御とを
行い、
　前記記録制御中において、前記記録映像ストリームデータ単位と前記ファイルシステム
の最小記録クラスタ単位の最小公倍数の整数倍を差分情報生成データ単位として、前記差
分情報生成データ単位毎に、前記アプリケーションフォーマットの属性情報の、前記差分
情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報を順次生成し、
　前記記録制御中において、前記差分情報生成データ単位毎に、前記ファイルシステムの
属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報を順次生成し、
　生成された前記ファイルシステムの属性情報についての差分情報を、前記ファイルシス
テムの修復に使うバックアップ情報としてバックアップ記憶手段に記憶し、
　前記管理情報更新制御における前記１以上の管理情報データテーブルのそれぞれの書き
込み開始を示す第１のマークを進捗マーク記憶手段に記憶し、
　前記記録制御が異常終了した場合、前記１以上の管理情報データテーブルのそれぞれの
書き込み開始を示す第１のマークの前記進捗マーク記憶手段への記憶有無に応じて、前記
バックアップ記憶手段に記憶された前記バックアップ情報で所定の前記管理情報データテ
ーブルを修復する制御を行う
　ステップを含むプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、映像記録ビデオカメラ装置および映像記録方法、並びにプログラムに関し、
特に、記録制御中の電源遮断等が起因となってファイルシステムが壊されたような場合に
も、その適切な修復を可能にする映像記録ビデオカメラ装置および映像記録方法、並びに
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のビデオカメラは、動画記録時に、FAT（File Allocation Table）形式のファイル
ルシステム（以下、ファイルシステムを適宜FSと略記する）を記録していた。また、従来
のビデオカメラは、動画撮影中には、MPEG（Moving Picture Experts Group）やMPEG4/AV
C（MPEG-4 /Advanced Video Coding）で所定数のGOP（Group Of Pictures）を1単位とし
て、即ち、例えばRUV（Recording Unit of Video Recording）単位で、ファイルボディの
書き込みを行っていた。このように、動画ファイルの長さは例えばRUV単位で更新される
。従って、従来のビデオカメラは、動画撮影途中に電源遮断が発生したとき、RUV単位で
ファイルボディのバックアップを取って、電源遮断発生時点までのファイル長さを演算し
てFSを更新して復活させていた（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２４２５６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、復旧させるべき管理データをファイルとして書き込むFSそのものが壊れ
た場合には、復旧の手段や方法が失われてしまう。即ち、電源遮断というトラブルは何時
発生するかわからず、FS更新中に発生する可能性もあり、その電源遮断の起因によりFSが
壊れた場合には、電源遮断直近に記録した動画撮影データだけでなく、過去に録りためた
撮影ファイル全てに対するアクセス手段が失われてしまう。
【０００５】
　特に、FS更新中にFAT１が壊れて読めなかった場合、FAT１のコピーであるFAT２を読む
ことは行われてきたが、FS更新中に電源遮断があって、一律にFAT１とFAT２が異なる場合
にFAT２をFAT１の代わりに読んでコピー処理することはできない。なぜならば、FAT２の
書き込み途中に電源遮断がなされてFAT２が壊れてしまったならば、復旧の際にそのFAT２
を読んで使用するとFSが壊れていることになるからである。また、正常に更新書き込みさ
れたFAT１もディレクトリエントリが更新されていないのでそのままでは使えないからで
ある。
【０００６】
　このように、従来では、記録制御中の電源遮断等が起因となってFSが壊されたような場
合には、その修復をすることは非常に困難であった。なお、このことは、FAT形式以外の
別のFSについても同様である。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、自身の更新中の電源遮断等が
起因となってFSが壊されたような場合にも、その適切な修復を可能にするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面の映像記録ビデオカメラ装置は、所定のアプリケーションフォーマット
と所定のファイルシステムに従って、映像音声ストリームデータを前記アプリケーション
フォーマットの記録映像ストリームデータ単位毎に記録ハードディスクにファイルとして
記録する映像記録ビデオカメラ装置において、所定のファイルの前記記録ハードディスク
への記録制御として、前記映像音声ストリームデータを前記記録映像ストリームデータ単
位毎に前記記録ハードディスクへ記録していく映像音声ストリーム本体データ記録制御と
、前記記録ハードディスクにおける前記ファイルシステムの１以上の管理情報データテー
ブルを更新する管理情報データ更新制御とを行う記録制御手段と、前記記録制御手段によ
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る前記記録制御中において、前記記録映像ストリームデータ単位と前記ファイルシステム
の最小記録クラスタ単位の最小公倍数の整数倍を差分情報生成データ単位として、前記差
分情報生成データ単位毎に、前記アプリケーションフォーマットの属性情報の、前記差分
情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報を順次生成するアプリケーションフォ
ーマット差分生成手段と、前記記録制御手段による前記記録制御中において、前記差分情
報生成データ単位毎に、前記ファイルシステムの属性情報の、前記差分情報生成データ単
位の書き込みの前後での差分情報を順次生成するファイルシステム差分生成手段と、前記
ファイルシステム差分生成手段により生成された前記ファイルシステムの属性情報につい
ての差分情報を、前記ファイルシステムの修復に使うバックアップ情報として記憶するバ
ックアップ記憶手段と、前記管理情報データ更新制御における前記１以上の管理情報デー
タテーブルのそれぞれの書き込み開始を示す第１のマークを記憶する進捗マーク記憶手段
と、前記記録制御手段による前記記録制御が異常終了した場合、前記１以上の管理情報デ
ータテーブルのそれぞれの書き込み開始を示す第１のマークの前記進捗マーク記憶手段へ
の記憶有無に応じて、前記バックアップ記憶手段に記憶された前記バックアップ情報で所
定の前記管理情報データテーブルを修復する制御を行う修復制御手段とを備える。
【０００９】
　前記進捗マーク記憶手段は、さらに、前記記録映像ストリーム本体データ記録制御中を
示す第２のマークを記憶する。
【００１１】
　前記修復制御手段は、前記第１のマークが進捗マーク記憶手段に記憶されている場合、
所定の前記管理情報データテーブルを修復する制御を行う。
【００１２】
　前記ファイルシステムは、FAT（File Allocation Table）形式ファイルルシステムであ
り、前記ファイルシステムの管理情報データテーブルは、FAT1，FAT2，Directory Entry
から構成されている。
【００１３】
　前記修復制御手段は、前記FAT1，前記FAT2，前記Directory Entryの一括修復を行う。
【００１４】
　前記ファイルシステムは、FAT（File Allocation Table）形式ファイルルシステムであ
り、前記ファイルシステムの管理情報データテーブルは、FAT1，FAT2，Directory Entry
から構成され、前記記録制御手段による前記管理情報データ更新制御として、前記FAT1の
更新制御，前記FAT2の更新制御，前記Directory Entryの更新制御がその順番で行われ、
前記進捗マーク記憶手段は、前記第１のマークとして、前記FAT1の書き込み開始を示す第
１－０のマークを記憶し、前記FAT2の書き込み開始を示す第１－１のマークを記憶し、前
記Directory Entryの書き込み開始を示す第１－２のマークを記憶し、前記修復制御手段
は、前記第１－０のマークが前記進捗マーク記憶手段に記憶されている場合、前記FAT1，
前記FAT2，前記Directory Entryの修復を行い、前記第１－１のマークが前記進捗マーク
記憶手段に記憶されている場合、前記FAT2，前記Directory Entryの修復を行い、前記第
１－２のマークが前記進捗マーク記憶手段に記憶されている場合、前記Directory Entry
の修復を行う。
　前記記録映像ストリームデータ単位は、ＲＵＶ（Recording Unit of Video Recording
）である。
【００１５】
　本発明の一側面の映像記録方法は、所定のアプリケーションフォーマットと所定のファ
イルシステムに従って、映像音声ストリームデータを前記アプリケーションフォーマット
の記録映像ストリームデータ単位毎に記録ハードディスクにファイルとして記録する映像
記録ビデオカメラ装置の映像記録方法において、所定のファイルの前記記録ハードディス
クへの記録制御として、前記映像音声ストリームデータを前記記録映像ストリームデータ
単位毎に前記記録ハードディスクへ記録していく映像音声ストリーム本体データ記録制御
と、前記記録ハードディスクにおける前記ファイルシステムの１以上の管理情報データテ
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ーブルを更新する管理情報データ更新制御とを行い、前記記録制御中において、前記記録
映像ストリームデータ単位と前記ファイルシステムの最小記録クラスタ単位の最小公倍数
の整数倍を差分情報生成データ単位として、前記差分情報生成データ単位毎に、前記アプ
リケーションフォーマットの属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後
での差分情報を順次生成し、前記記録制御中において、前記差分情報生成データ単位毎に
、前記ファイルシステムの属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後で
の差分情報を順次生成し、生成された前記ファイルシステムの属性情報についての差分情
報を、前記ファイルシステムの修復に使うバックアップ情報としてバックアップ記憶手段
に記憶し、前記管理情報データ更新制御における前記１以上の管理情報データテーブルの
それぞれの書き込み開始を示す第１のマークを進捗マーク記憶手段に記憶し、前記記録制
御が異常終了した場合、前記１以上の管理情報データテーブルのそれぞれの書き込み開始
を示す第１のマークの前記進捗マーク記憶手段への記憶有無に応じて、前記バックアップ
記憶手段に記憶された前記バックアップ情報で所定の前記管理情報データテーブルを修復
する制御を行うステップを含む。
【００１６】
　本発明の一側面のプログラムは、上述した本発明の一側面の映像記録方法に対応するプ
ログラムである。
【００１７】
　本発明の一側面においては、所定のアプリケーションフォーマットと所定のファイルシ
ステムに従って、映像音声ストリームデータを前記アプリケーションフォーマットの記録
映像ストリームデータ単位毎に記録ハードディスクにファイルとして記録する記録制御と
して、前記映像音声ストリームデータを前記記録映像ストリームデータ単位毎に前記記録
ハードディスクへ記録していく映像音声ストリーム本体データ記録制御と、前記記録ハー
ドディスクにおける前記ファイルシステムの１以上の管理情報データテーブルを更新する
管理情報データ更新制御とが行なわれ、前記記録制御中において、前記記録映像ストリー
ムデータ単位と前記ファイルシステムの最小記録クラスタ単位の最小公倍数の整数倍を差
分情報生成データ単位として、前記差分情報生成データ単位毎に、前記アプリケーション
フォーマットの属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報
が順次生成され、前記記録制御中において、前記差分情報生成データ単位毎に、前記ファ
イルシステムの属性情報の、前記差分情報生成データ単位の書き込みの前後での差分情報
が順次生成され、生成された前記ファイルシステムの属性情報についての差分情報が、前
記ファイルシステムの修復に使うバックアップ情報としてバックアップ記憶手段に記憶さ
れ、前記管理情報データ更新制御における前記１以上の管理情報データテーブルのそれぞ
れの書き込み開始を示す第１のマークが進捗マーク記憶手段に記憶され、前記記録制御が
異常終了した場合、前記１以上の管理情報データテーブルのそれぞれの書き込み開始を示
す第１のマークの前記進捗マーク記憶手段への記憶有無に応じて、前記バックアップ記憶
手段に記憶された前記バックアップ情報で所定の前記管理情報データテーブルを修復する
制御が行われる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のごとく、本発明の一側面によれば、ファイルシステムを利用した記録制御ができ
る。特に、その記録制御中の電源遮断等が起因となってファイルシステムが壊されたよう
な場合にも、その適切な修復を可能にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
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実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのこと
は、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意
味するものでもない。
【００２９】
　次に、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００３０】
　図１は、本発明が適用される情報処理装置としての記録再生装置１の機能的構成例を示
している。
【００３１】
　図１の例では、記録再生装置１は、システム制御部１１乃至Backupメモリ１９を含むよ
うに構成されている。
【００３２】
　システム制御部１１は、記録再生制御部２１乃至バックアップメモリ制御部２５を含む
ように構成されている。
【００３３】
　記録再生制御部２１は、映像音声データの記録または再生に必要な一連の処理の総括制
御を行う。なお、記録再生制御部２１の記録制御の具体例については、図４を参照して後
述する。
【００３４】
　アプリケーションフォーマット制御部２２は、例えば映像音声データとして静止画デー
タが記録再生装置１に与えられた場合、その圧縮された静止画データを、静止画のアプリ
ケーションフォーマット、例えば、JPEG（Joint Graphics Experts Group）、JFIF（Jpeg
 File Interchange Format）、EXIF（Exchangeable Image file Format）、TIFF（Tag Im
age File Format）等に変換するためのファイルヘッダ等の管理情報を生成する。また例
えば映像音声データとしてSD（Standard Definition）動画像が記録再生装置１に与えら
れた場合、アプリケーションフォーマット制御部２２は、その圧縮された動画像を、動画
像のアプリケーションフォーマット、例えば、MPEG等に構成するためのシステムストリー
ム管理情報を生成する。また例えば、映像音声データとしてHD（High Definition）動画
像が記録再生装置１に与えられた場合、アプリケーションフォーマット制御部２２は、そ
の圧縮されたHD動画像を、HD動画像のアプリケーションフォーマット、例えば、Ｈ２６４
／ＡＶＣ等のHDアプリケーションフォーマットに構成するシステムストリーム管理情報を
生成する。
【００３５】
　FATファイルシステム制御部２３は、FATファイル形式での映像音声データの記録再生を
制御する。なお、FATファイルシステム制御部２３の記録制御の具体例については、図４
を参照して後述する。
【００３６】
　メモリカード／HDDドライブ制御部２４は、例えばハードディスクドライブ１６に対す
る制御として、ATAPIプロトコルに従い、ドライブ内部ファーム情報を取得してドライブ
メディア状態を監視し、ドライブメディア状態に応じて、ハードディスクドライブ１６へ
の記録再生開始を指示する。また、メモリカード／HDDドライブ制御部２４は、リムーバ
ブルメディア５等に対しても同様に制御を行い、その記録再生開始を指示する。
【００３７】
　なお、実際には、ハードディスクドライブ１６内のハードディスク４１（図１には図示
せず、図３参照）にデータが記録されることになるが、適宜、ハードディスクドライブ１
６にデータが記録されると略記する。
【００３８】
　バックアップメモリ制御部２５については、後述するBackupメモリ１９の説明と併せて
説明する。
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【００３９】
　映像音声入出力I/F１２は、外部機器との間で映像音声データの入出力を行う。外部機
器としては、図１の例では、カメラやマイク等で構成される映像音声出力装置４が映像音
声入出力I/F１２に接続されている。その他、映像音声入出力I/F１２から出力される音声
データに対応する音声を出力するスピーカや、映像音声入出力I/F１２から出力される映
像データに対応する映像を表示するモニタ等も、外部機器として映像音声入出力I/F１２
に接続され得る。
【００４０】
　エンコード／デコード部１３は、映像音声入出力I/F１２から提供された映像音声デー
タを圧縮して、その結果得られる圧縮映像音声データをデータ制御部１４に提供する。ま
た、エンコード／デコード部１３は、データ制御部１４から提供された圧縮映像音声デー
タを伸張して、その結果得られる映像音声データを映像音声入出力I/F１２に提供する。
【００４１】
　データ制御部１４は、記録時には、エンコード／デコード部１３から提供された圧縮映
像音声データと、アプリケーションフォーマット制御部２２により生成された映像音声デ
ータの管理情報とを蓄積し、記録開始に備える。
【００４２】
　ドライブ制御部１５は、記録対象の圧縮映像音声データが、システムストリームとして
、エンコード／デコード部１３からSCR時刻情報付の2kバイトの空パケット単位で順次提
供されてくると、それらから、GOP単位で格納されたビデオオブジェクト単位（VOBU）を
生成し、VOBUが１個ないし複数個集合されたセル（CELL）またはRUV（Recording Unit Vi
deo Object）をデータ制御部１４に蓄積し、CELLまたはRUVをまとめて、ハードディスク
ドライブ１６やリムーバブルメディア５等のメディアに記録する制御を行っている。例え
ばデータ制御部１４に数１０MB分のCELLまたはRUVが蓄積されると、ドライブ制御部１５
は、それらのCELLまたはRUVをまとめてハードディスクドライブ１６に記録する制御を繰
り返し行っている。本実施の形態ではでは、１記録チャプタにつき１ファイルが生成され
、ハードディスクドライブ１６やリムーバブルメディア５等のメディアに記録される、と
している。
【００４３】
　User I/F１７は、ユーザにより操作される操作装置２からの入力を受け付けるユーザイ
ンタフェースである。操作装置２は、例えばリモートコントローラや、記録再生装置１に
内蔵されるパネルを利用したタッチパネル装置等により構成される。
【００４４】
　PC入出力I/F１８は、パーソナルコンピュータ３との間で情報の入出力を受け付けるユ
ーザインタフェースである。
【００４５】
　Backupメモリ１９には、例えば図２に示されるように、アプリケーションフォーマット
バックアップテーブル３１（以下、BUp Table_App３１と記述する）、および、ファイル
システムバックアップテーブル３２（以下、BUp Table_FS３２と記述する）が記録される
。かかるBUp Table_App３１とBUp Table_FS３２とへの情報の記述や更新がバックアップ
メモリ制御部２５（図１）によりなされる。
【００４６】
　即ち、バックアップメモリ制御部２５は、VOBUの集合であるRUV単位のハードディスク
ドライブ１６への書き込み処理（以下、RUV書き込み処理と称する）ＳＲ－Ｋ（Ｋは、整
数値であって、図２の例ではＫ＝１乃至３のみ図示されている）毎に、アプリケーション
フォーマットの更新差分情報をBUp Table_App３１にバックアップする処理（以下、BUp T
able_App更新処理と称する）ＳＡ－Ｋと、ファイルシステムの更新差分情報をBUp Table_
FS３２にバックアップする処理（以下、BUp Table_FS更新処理と称する）ＳＦ－Ｋとを実
行する。
【００４７】
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　なお、ここで、更新処理とは、各テーブル（BUp Table_App３１やBUp Table_FS３２）
の構成によって、各更新差分情報自体を、前に記録されていた各更新差分情報の上に上書
きしていく処理をいうこともあるし、前に記録されていた各更新差分情報の削除を行わず
に、各更新差分情報を別の領域に記憶していくことで、複数の更新差分情報を蓄積する処
理をいう場合もある。かかる両者の処理の差異については、後述する。
【００４８】
　また、本実施の形態では、アプリケーションフォーマットの更新差分情報としては、ア
プリケーションフォーマットの属性管理情報データの更新前後の差分情報が採用されてお
り、一方、ファイルシステムの更新差分情報とは、FATファイルシステムの属性管理情報
データの更新前後の差分情報が採用されている。
【００４９】
　より具体的には、ファイルのオープン（以下、fopenと記述する）時においては、これ
から記録する新規記録ファイル用のエントリ（ファイル名、エントリ、アプリ属性のビデ
オ属性、オーディオ属性、アプリケーションフォーマット形式属性情報など記録開始時に
定まる初期属性情報）が作成され、BUp Table_App３１に記述される。
【００５０】
　また、fopen時においては、これから記録する新規記録ファイル用のエントリ（ファイ
ル名、ディレクトリ、エントリ情報、ファイル生成日時、FATファイル形式属性情報など
記録開始時に定まるファイルシステムの初期属性情報）が作成され、BUp Table_FS３２に
記述される。
【００５１】
　換言すると、新規ファイルが生成される毎に、その新規ファイル用のBUp Table_App３
１とBUp Table_FS３２とが生成される、と捉えてもよい。
【００５２】
　その後、動画のMPEG圧縮データのアプリケーションフォーマットストリームであるファ
イルボディデータの１RUVの書き込みが完了する毎に、即ち、RUV書き込み処理ＳＲ－Ｋ毎
に、ファイルボディデータの更新属性情報（エントリＩＤ、時刻、サイズなどの更新属性
情報）が、BUp Table_App３１に順次バックアップされる。即ち、BUp Table_App更新処理
ＳＡ－Ｋが順次実行される。
【００５３】
　また、RUV書き込み処理ＳＲ－Ｋ毎に、ファイルシステムデータの更新属性情報（エン
トリＩＤ、時刻、サイズなどの更新属性情報、ファイルサイズ境界超えの場合につづいて
新規に生成されるファイルエントリＩＤやファイル生成日時、FATファイル形式属性情報
など記録開始時に定まるファイルシステムの初期属性情報のバックアップエントリ）が、
BUp Table_FS３２に順次バックアップされる。即ち、BUp Table_FS更新処理ＳＦ－Ｋが順
次実行される。
【００５４】
　図１のバックアップメモリ制御部２５は、アプリケーションフォーマット制御部２２が
ドライブのメディアを認識しない状態では、BUp Table_App３１とBUp Table_FS３２との
内容またはそれ自体をクリアする。
【００５５】
　また、バックアップメモリ制御部２５は、例えば記録先がメモリカードドライブとして
構成されるリムーバブルメディア５であった場合には、取り出し時にこれを検出して、存
在しなくなるメモリカードドライブ内部に対応するバックアップ情報が記憶されているBU
p Table_App３１とBUp Table_FS３２との内容またはそれ自体をクリアする。
【００５６】
　また、バックアップメモリ制御部２５は、PC入出力I/F１８でドライブがシステム制御
部１１のFATファイルシステム制御部２３やアプリケーションフォーマット制御部２２と
論理的に切り離されてドライブとして接続される状態に入る際には、書き換え可能性のあ
るハードディスクドライブ１６あるいはリムーバブルメディア５の内部に対応するバック
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アップ情報が記憶されているBUp Table_App３１とBUp Table_FS３２との内容またはそれ
自体をクリアする。
【００５７】
　このようなBUp Table_App３１やBUp Table_FS３２にバックアップされた更新差分情報
は、記録再生装置１の電源遮断後等の復旧制御に使用される。また、かかる復旧制御には
、処理進捗ステップを示すバックアップマーク（以下、BUp Markと記述する）も使用され
る。そこで、BUp Markも、BUp Table_App３１とBUp Table_FS３２とのうちの少なくとも
一方（本実施の形態では両方）に記述される。ただし、復旧制御やBUp Markの詳細につい
ては、図５以降を参照して後述する。
【００５８】
　ここで、高画質長時間撮影でのBackupメモリ１９のサイズ（以下、適宜バックアップメ
モリサイズと称する）と、BUp Table_FS更新処理ＳＦ－Ｋの回数Ｋ（以下、適宜ＦＳ差分
バックアップ回数）について説明する。
【００５９】
　映像音声ストリーム撮影用の記録メディアとして例えばハードディスクドライブ１６を
使用する場合、１ファイルで連続長時間記録が実現可能になってしまうことから、ＦＳ差
分バックアップ回数は、バックアップメモリサイズを考慮して決定する必要がある。
【００６０】
　１連続長時間記録では、その記録終了時にはじめて、ハードディスクドライブ１６に対
してFSの管理情報の更新書き込みが発生する。換言すると、その記録中は、１RUV分の書
き込みデータについてのFSの更新差分情報のハードディスクドライブ１６への書き込みは
行えず、その記録終了時までは、FSの更新差分情報のBackupメモリ１９へのバックアップ
はそのまま続けなければならない。
【００６１】
　ここで、次のように単純化した場合を考える。即ち、単純にFATの管理情報についての
更新差分情報だけを考慮する。また、後述するBUp Markのセットおよびクリアに必要なバ
イト数８バイト程度は誤差であると考える。記録開始マーク、記録ストリームファイルの
オープン情報、ファイル生成情報なども誤差範囲であると考える。連続記録で１チャプタ
がファイルシステムの１ファイルサイズ上限に到達することを考慮せず、１ファイルで長
時間大量データファイルサイズを作成できるとする。このように単純化した場合を考える
。
【００６２】
　この場合、FSの更新差分情報のBackupメモリ１９へのRUV書き込み処理ＳＲ－Ｋ毎のバ
ックアップに必要なバックアップメモリサイズとして、例えばＨＤ－ＸＰの１RUV（時間
５秒前後）の映像音声圧縮ストリームデータ記録書き込み発生毎のバックアップに必要な
バックアップメモリサイズと、ＳＤ－ＬＰの１RUV（時間３０秒余り）記録書き込み発生
毎のバックアップに必要なバックアップメモリサイズを考える。
【００６３】
　具体的には例えば、前者については、ヘッダ６バイト、データ１０バイト、合わせて１
６バイトを想定し、さらに、ＨＤ－ＸＰの１RUVを５秒として、６０Ｇバイトで８時間撮
影できるとすると、バックアップメモリサイズは、１６バイト＊５７６０（２８８００秒
／５秒）＝９２１６０バイトとなる。即ち、約９０ｋバイトがバックアップメモリサイズ
として必要になる。
【００６４】
　また、後者については、ＳＤ－ＬＰの１RUVを３０秒として、６０Ｇバイトで４０時間
撮影できるとすると、バックアップメモリサイズは、１６バイト＊４８００（１４４００
０秒／３０秒）＝７６８００バイトとなる。即ち、約７５ｋバイトがバックアップメモリ
サイズとして必要になる。
【００６５】
　ここで、例えば、Backupメモリ１９として６４ｋバイトのフラッシュメモリが採用され
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た場合を考える。また、その連続使用中に使用量がいっぱいに近づいたときには別領域に
切り替え使用が必要になってくること、FSだけがそのBackupメモリ１９を占有使用できる
システム仕様は稀なことを考慮する。そして例えば、割当て１単位が３２ｋバイトの２領
域交互使用とされたときには、１RUVデータ相当の映像音声表示時間が短いＨＤ－ＸＰで
は直前約５秒の１RUVは捨ててよいとし、また、２日間の長時間連続撮影で電源遮断があ
ったら直前の３０秒分のデータは捨ててよいなどの仕様割り切りの判断をしたとする。こ
のような場合には、FSの更新差分情報のBackupメモリ１９へのバックアップ回数は、図２
のように１RUV毎とするのではなく、２乃至３RUV毎程度に１回とする、などの工夫処置の
必要に迫られる。
【００６６】
　以下、より一般的な仕様として、Backupメモリ１９のサイズを節約すべく、連続撮影記
録中に各RUVの撮影途中での書き込みエラーが発生した時点で記録中断し、その時点まで
の映像記録を１チャプタとして記録メディア（以下、説明の簡略上、ハードディスクドラ
イブ１６とする）に記録して、撮影記録終了してしまう、といった仕様を考える。
【００６７】
　さらに、直前の最終RUVと、念のためにその前の２乃至３RUV分のストリームデータの記
録によるFSの更新差分情報をBackupメモリ１９に保持させ、それ以前のFSの更新差分情報
はBackupメモリ１９に既に書きこまれていても、それに対する上書きを可能な運用にする
、といった仕様とする。
【００６８】
　換言すると、RUV書き込み処理ＳＲ－Ｋ毎に、即ち、１RUV分のデータの書き込み毎に、
バックアップメモリ制御部２５は、FSの更新差分情報を順次バックアップしていく制御を
行うとする。ただし、Backupメモリ１９側では、所定の記憶割当て領域サイズのアドレス
範囲内で、FSの更新差分情報のアドレス位置を順次送って、新たなFSの更新差分情報を順
次記憶していくが、割り当てられた領域をいっぱい最後まで使い切ったら、記憶のアドレ
ス位置を最初に戻して上書きしていくとする。即ち、リングバッファ的記憶制御仕様とす
る。
【００６９】
　ここで、ハードディスクドライブ１６側では、撮影１ファイルの書き込みでFSの管理情
報の更新（以下、適宜FSの書き込み更新とも称する）を必要とするタイミングは、撮影停
止または電源遮断修復の結果として、その１ファイルの書き込みが完成したときの１度だ
けであるとする。
【００７０】
　この場合、目的とするFSの書き込み更新中の電源遮断が発生して、FSの管理情報が壊れ
たときに、次のようにすることで、FSの管理情報の復活が可能になる。即ち、電源遮断が
発生するまでにハードディスクドライブ１６にRUV単位で連続記録されていたRUVの集合体
であって、その電源遮断が発生する直前に最後にハードディスクドライブ１６に記録され
たRUVまでの集合体を１ファイルとする。この１ファイルの最終的なトータルデータサイ
ズやアドレス位置を確定でき、かつ、FSの書き込み更新ができるのに十分なFSの更新差分
情報が、Backupメモリ１９に保持されていれば、電源遮断発生時に最終的にBackupメモリ
１９にバックアップされたFSの更新差分情報から、FSの管理情報の復活が可能になる。
【００７１】
　そこで以下、連続撮影記録中のFSの更新差分情報（FSの管理情報の差分データ）に対す
るバックアップ制御仕様について説明する。
【００７２】
　連続撮影記録中の１ファイルの最終的なトータルデータサイズとトータルなファイルア
ドレス位置を確定でき、かつ、FSの書き込み更新ができるのに十分なFSの更新差分情報を
、Backupメモリ１９に保持させるためには、次のようにすればよい。即ち、この１ファイ
ルの最終的なトータルデータサイズデータを、FSの更新差分情報のひとつ（バックアップ
情報）としてBackupメモリ１９に記憶させる。そして、ハードディスクドライブ１６への
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最終のRUVデータの書き込み成功後のFSの書き込み更新に使用されるFSの更新差分情報に
ついては、上書き消去されないように、Backupメモリ１９の書き込みアドレス位置管理制
御を行うべく、リングバッファ的記憶制御を行うとする。或いは、FSの上位層であり、電
源遮断があった場合にFS修復確認より先行して、修復確認するアプリケーションフォーマ
ットの修復処理制御の都合があればその都合に合わせた上で、書き込み成功した最終RUV
およびその数RUV前までのRUVデータ書き込みについて、上書き消去されないように、同様
なリングバッファ的記憶制御を行うようにしてもよい。これにより、Backupメモリ１９の
サイズを例えば３２ｋバイトに収めることができる。
【００７３】
　なお、３２ｋバイトといったように、Backupメモリ１９がある程度の大きなサイズを必
要とする理由は、次の通りである。即ち、FSの更新差分情報のBackupメモリ１９へのバッ
クアップ書き込み動作は、1RUV分のデータが記録メディアへ書き込まれる毎に行われると
する。また、Backupメモリ１９がフラッシュメモリで構成されているとする。この場合、
その書き込み回数の耐久性は、およそ１書き込みブロックに対して３０万回程度である。
従って、あまりに頻繁な書換えが同一ブロックに対して局所的に発生すると、ブロックの
大きな集合体で構成されているフラッシュメモリ全体のチップ寿命が早く尽きてしまう。
そこで、リングバッファ的アドレス制御により平均的に使用していき、局所的書き込みに
よるブロック劣化が招くBackupメモリ１９全体の使用不可状態に陥るのを回避する必要が
ある。これを実現するためには、ある程度の数のブロックが必要になるから、即ち、ある
程度の大きさのメモリサイズが必要になるからである。
【００７４】
　次に、連続長時間撮影記録中の場合に複数ファイルを１チャプタとして記録する仕様に
本実施の形態を適用する例について説明する。
【００７５】
　例えば、FSの１ファイルデータの最大データサイズを超えた連続長時間撮影記録中に限
る仕様であって、所定の大容量データを超えて記録が進んだ場合には、１ファイルを１チ
ャプタとして取り扱うのではなく、所定のデータサイズごとに、例えばアプリケーション
フォーマット制御部２２に実装制御として予め実装されたサイズごとに、即ち、定められ
た数１００メガバイトや数Ｇ（ギガ）バイトごとに１ファイルとして、それらの各ファイ
ルの集合体を１チャプタとして記録する仕様、即ち、１チャプタ内で複数ファイルを分割
して記録する仕様が考えられる。
【００７６】
　例えば以下、ＭＰＥＧ－ＰＳの再生技術を用いて、即ち、時間連続する複数ＭＰＥＧス
トリーム間のシームレス接続再生技術を用いて、アプリケーションフォーマット制御部２
２等が、長時間記録の場合に限って、時間連続する複数ファイルを、１チャプタ内部の分
割ファイル記録されたファイルであるとみなして、その１チャプタを再生する制御仕様が
採用された場合について考える。
【００７７】
　この場合、ＨＤ－ＸＰでハードディスクドライブ１６が６０ＧＢ容量で、８時間撮影の
場合に１Ｇバイトごとに１ファイル記録されるとすれば、６０分割されたファイルが連続
的にハードディスクドライブ１６に記録されることになる。
【００７８】
　その際、順次生成される各ファイルのそれぞれについて、FSの更新差分情報が存在する
ことになる。また、連続撮影時間中（１チャプタ記録中）、順次ファイルオープンされハ
ードディスクドライブ１６への書き込みがなされてファイルが完成されていく度に、完成
されたファイルについてのFSの管理情報は確定することになる。
【００７９】
　そこで、記録再生装置１は、撮影中のチャプタに属する１ファイルの書き込み処理が確
定した時点で、そのファイルのFSの更新差分情報を利用してFSの書き込み更新を行い、そ
れに引き続き、次のファイルをオープンして、同一チャプタの次の１ファイル書き込み処
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理にうつる、といった一連の処理を繰り返し実行すればよい。
【００８０】
　また、別仕様として、長時間撮影中にファイル単位毎のFSの書き込み更新を行わずに、
長時間撮影が終了したときにだけ、それら各ファイル全てについてのFSの管理情報をまと
めてFSの書き込み更新を行う、といった仕様を記録再生装置１に適用する例について説明
する。
【００８１】
　この場合、時間連続した撮影１チャプタ内で、時間連続したストリームの入った各ファ
イル全てについてのFSの更新差分情報を利用して、FSの書き込み更新の処理を実行する必
要になる。従って、この処理中に電源遮断が発生したら、次の電源投入時にFSの修復を実
行する際に、Backupメモリ１９内のFSの更新差分情報の読出し処理が必要となる。
【００８２】
　この場合、長時間撮影中には各１ファイルが完成する度に、完成された１ファイルデー
タは確定されて、以後更新されない。そこで、記録再生装置１は、完成された１ファイル
のFSの更新差分情報については、Backupメモリ１９内で上書き禁止扱いに設定して、以後
のリングバッファでのBackupメモリ１９へのFSの更新差分情報の書き込み対象アドレス指
定位置範囲から外す。
【００８３】
　即ち、連続する長時間撮影中の１チャプタ書き込み期間中においては、順次完成された
書き込み済みファイルについてのFSの更新差分情報は、これ以上更新不要な完成されたFS
のバックアップ情報として取扱い、Backupメモリ１９側では、現在の連続長時間撮影続行
中は上書き禁止属性として取り扱う、といった制御を記録再生装置１が行えばよい。
【００８４】
　このような制御を記録再生装置１が行うことによって、長時間撮影のため記録データの
サイズがFSの１ファイルの最大データサイズよりも結果的に大きく超えてしまうために、
長時間撮影による１チャプタが複数ファイルで構成される撮影状況となってしまうような
場合であっても、FSの管理情報を復活させるために必要な複数ファイルの各FSの更新差分
情報は問題なくBackupメモリ１９に保存される。従って、長時間撮影がかなり進行した後
のFSの書き込み更新中に電源遮断が発生しても、FSの修復が可能になる。
【００８５】
　次に、図３を参照して、図１の記録再生装置１が、動画データを１つのファイル（1チ
ャプタ）としてハードディスクドライブ１６に記録するまでの一連の処理例について説明
する。
【００８６】
　ステップＳ１において、操作装置２等から動画記録開始命令が発行されると、記録再生
装置１は、ステップＳ２において、ハードディスクドライブ１６のハードディスク４１に
対して、fopen（ファイルのオープン）を行う。
【００８７】
　このステップＳ２のとき、上述したように、これから記録する新規記録ファイル用のエ
ントリ（ファイル名、エントリ、アプリ属性のビデオ属性、オーディオ属性、アプリケー
ションフォーマット形式属性情報など記録開始時に定まる初期属性情報）が作成され、図
２のBUp Table_App３１に記述される。また、これから記録する新規記録ファイル用のエ
ントリ（ファイル名、ディレクトリ、エントリ情報、ファイル生成日時、FATファイル形
式属性情報など記録開始時に定まるファイルシステムの初期属性情報）が作成され、図２
のBUp Table_FS３２に記述される。
【００８８】
　記録再生装置１は、ステップＳ３において、ハードディスク４１に対して、ファイルの
書き込み開始（以下、fwriteと記述する）を行い、ステップＳ４において、ファイルボデ
ィデータを例えば１RUV単位でハードディスク４１の領域４１－１に順次書き込む処理（
以下、ファイルボディ書き込み処理と称する）を実行する。
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【００８９】
　即ち、ステップＳ４のファイルボディ書き込む処理とは、図２のRUV書き込み処理ＳＲ
－Ｋの繰り返し処理の集合体をいう。従って、このステップＳ４の処理では、RUV書き込
み処理ＳＲ－Ｋ毎に、上述したBUp Table_App更新処理ＳＡ－ＫとBUp Table_FS更新処理
ＳＦ－Ｋとがそれぞれ順次実行される。
【００９０】
　ステップＳ５において、操作装置２等から動画記録終了命令が発行されると、記録再生
装置１は、最終RUVデータのハードディスク４１への書き込みを完了させ、システム制御
部１１の後述する図４のMovie Rec制御部６１により取得された各種情報から、ファイル
エントリ情報、生成時刻、サイズなどの情報を生成して、これらの情報から、ステップＳ
６において、ハードディスク４１の領域４１－２に対するFAT１の更新書き込み処理（以
下、FAT1更新処理と称する）を実行し、ステップＳ７において、ハードディスク４１の領
域４１－３に対するFAT２の更新書き込み処理（以下、FAT2更新処理と称する）を実行し
、ステップＳ８において、ハードディスク４１の領域４１－４に対するDirectory Entry
の更新書き込み処理（以下、Directory Entry更新処理と称する）を実行する。
【００９１】
　そして、ステップＳ９において、記録再生装置１は、ハードディスク４１に対して、フ
ァイルのクローズ（以下、fcloseと記述する）を行う。
【００９２】
　このように、図３の例では、最終RUVの書き込み終了後に、ステップＳ６乃至Ｓ８の処
理が実行されたが、即ち、ファイルボディの全ての書き込み終了後にFAT1，FAT2，Direct
ory Entryの更新が行われたが、FAT1，FAT2，Directory Entryの更新タイミングは図３の
例に限定されず、ファイルボディの所定単位の書き込みが行われる毎に、FAT1，FAT2，Di
rectory Entryの更新がその都度行われてもいい。
【００９３】
　ただし、ファイルボディの所定単位の書き込みが行われる毎にFAT1，FAT2，Directory 
Entryの更新がその都度行われることについては後述することにする。即ち、ここでは、
図３の例と同様に、ファイルボディの全ての書き込み終了後にFAT1，FAT2，Directory En
tryの更新が行われるとして、以下話を進めていく。
【００９４】
　図４は、図３のステップＳ５の動画記録終了命令が発行された以降の処理の詳細例を説
明するフローチャートである。
【００９５】
　図４の例では、記録再生制御部２１には、Movie Rec制御部６１乃至Encoder Driver制
御部６４のそれぞれが設けられており、それらの下方の点線矢印に示される処理がそれぞ
れ実行される。また、FATファイルシステム制御部２３には、File System制御部６５が設
けられており、その下方の点線矢印に示される処理が実行される。
【００９６】
　ステップＳ５の動画記録終了命令が発行されると、MovieRec 制御部６１は、RUV Data 
Buffer制御部６３に、その動画記録終了命令を通知する。
【００９７】
　すると、RUV Data Buffer制御部６３は、ステップＳ３１において、Encoder Driver制
御部６４に対して、終了最終RUVの作成を開始させる。ステップＳ３２において、Encoder
 Driver制御部６４は、図１のエンコード／デコード部１３乃至ドライブ制御部１５を制
御して、終了最終RUVの一連のVOBUとVOBU_Table情報の作成を行う。即ち、VOBU毎にRUVデ
ータとして、RUV Data Buffer制御部６３により制御されるデータ制御部１４のバッファ
に蓄積されていくことで、終了最終RUVの一連のVOBUが順次生されてゆき、また、そのVOB
U_Table情報もデータ制御部１４のバッファに蓄積される。
【００９８】
　このようにして、終了最終RUVの一連のVOBUとVOBU_Table情報がデータ制御部１４のバ
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ッファに蓄積されると、RUV Data Buffer制御部６３は、ステップＳ３３において、終了
最終RUV作成完了の応答を、Movie Rec制御部６１に通知する。
【００９９】
　この通知を受けたMovie Rec制御部６１は、ステップＳ３４において、MovieInfo部６２
を制御して、アプリケーションフォーマットに基づく情報データ（以下、Info情報と称す
る）を、終了最終RUVに付加させる制御を行い、ステップＳ３５において、終了最終RUV書
き込みをFileSystem制御部６５に対して指示する。
【０１００】
　即ち、ステップＳ３４において、MovieInfo部６２は、アプリケーションフォーマット
制御部２２やFATファイルシステム制御部２３を制御して、データ制御部１４のバッファ
に蓄積されているデータにアプリケーション情報をInfo情報として付加することで、記録
システムストリームとしての書き込み用終了最終RUVデータを完成させる。そして、ステ
ップＳ３５において、終了最終RUV書き込みの命令がFileSystem制御部６５に対して発行
される。
【０１０１】
　すると、ステップＳ３６において、FileSystem制御部６５は、メモリカード／HDDドラ
イブ制御部２４とドライブ制御部１５とを制御して、終了最終RUVを、ファイルボディと
してハードディスクドライブ１６のハードディスク４１の領域４１－１（図３）に引き続
き書き込む。
【０１０２】
　以上のステップＳ５による動画記録終了命令発行後のステップＳ３１乃至Ｓ３６の処理
制御が、アプリケーションフォーマットとしての書き込み制御である。
【０１０３】
　かかるアプリケーションフォーマットとしての書き込み制御が終了すると、ステップＳ
３７において、FileSystem制御部６５は、終了最終RUVのハードディスクドライブ１６へ
の書き込みが完了したことを、RUV Data Buffer制御部６３を介してMovie Rec制御部６１
に通知する。
【０１０４】
　すると、Movie Rec制御部６１は、ファイルクローズ処理を、FileSystem制御部６５に
通知する。この通知を受けて、FileSystem制御部６５は、上述したステップＳ６乃至Ｓ８
の処理、即ち、FAT1，FAT2，Directory Entryの各更新処理を実行する。
【０１０５】
　ここで、図３と図４とを用いて説明した動画データの記録処理中に、記録再生装置１の
電源遮断が発生した場合を考える。
【０１０６】
　図３の例では、ステップＳ６のFAT1更新処理の期間Ｔ２、ステップＳ７のFAT2更新処理
の期間Ｔ３、および、ステップＳ８のDirectory Entry更新処理の期間Ｔ４のそれぞれは
、ステップＳ４のファイルボディ書き込み処理の期間Ｔ１とほぼ同等の長さで描画されて
いる。しかしながら、実際には、期間Ｔ２、期間Ｔ３、および、期間Ｔ４のそれぞれは、
期間Ｔ１と比較すると遥かに短い。従って、期間Ｔ２、期間Ｔ３、および、期間Ｔ４にお
ける電源遮断の発生確率は、期間Ｔ１におけるその確率に比較して遥かに低い。
【０１０７】
　具体的には例えば、図３のFAT1の領域４１－２のサイズはマイクロソフトの WhitePape
r で規定される。通常、例えば FAT １つあたり約3MByte程度が標準的なサイズとなる。
ただし、ステップＳ６のFAT1更新処理で１RUV分の差分情報データの更新だけを行うとす
れば、1個のFAT１につき、４セクタ（2kByte）の更新書き込みとなる。即ち、FAT2につい
ても1個につき、４セクタの更新書き込みとなる。また、Directory Entryの更新も、標準
的には４セクタの更新になり、メディアへの書き込み時間もFATと同程度となる。
【０１０８】
　小型のハードディスク４１をメディアとした場合、１コマンド書き込み時間のうちの、
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FS の更新タイミングの経過時間を見積もると、メディアの書き込みレートは 180Mbps 乃
至80Mbps なので、４セクタ（2kByte）単位更新でのFSの差分情報のメディアの実際の書
き込み時間はコマンドレスポンス分の50 乃至150μ秒程度に収まる。他方、１コマンド書
き込み時間中の、シーク動作（図３中ハードディスク４１内の実線または点線で示される
動作）の占める経過時間が最も長い。コマンドを受けてからシークして、４セクタの更新
がなされて書き込みが完了するので、１シークで10乃至20 msec 程度かかることになる。
【０１０９】
　従って、期間T2乃至T4のFS更新期間中を狙った任意の電源遮断が発生した場合、FSの更
新情報書き込み時間、即ち、期間T2乃至T4のうち、メディアにFSの更新情報を書き込みし
ているタイミングの時間が占める割合は、1/100 乃至1/200 程度となる。そして例えば１
チャプタ撮影時間、即ち期間T1乃至T4全体の時間を200秒とすると、撮影時間中のFSの更
新期間T2乃至T4が占める時間割合は 1/10000 となる。従って、メディアにFSの更新情報
を書き込みしているタイミングに電源遮断が発生する確率は、 1/1000000 程度の確率に
なる。このように、たとえ記録中を狙った電源遮断が発生したとしても、その電源遮断が
FSの更新期間中に発生することは稀である。
【０１１０】
　そこで、従来は、電源遮断が発生するタイミングとして、発生確率の低いFS更新期間T2
乃至T4は考慮せずに、ステップＳ４のファイルボディ書き込み処理の期間T1に発生する第
１のタイミングと、ステップＳ８のDirectory Entry更新処理の期間T4経過後以降に発生
する第２のタイミングとを考慮して、図５に示されるように、ステップＳ３のfwrite前の
ステップＳ５１の処理でBUp Mark1を付与し、ステップＳ８のDirectory Entry更新処理の
期間Ｔ４終了後のステップＳ５２の処理で、そのBUp Markをクリアする、という手法が採
用されていた。なお、BUp Mark1の符号「１」は、後述するBUp Mark2等の符号「２」と区
別するために付されている。
【０１１１】
　このような従来の手法では、電源遮断が発生した場合に、BUp Mark1が存在するときに
は、その電源遮断の発生タイミングは、期間T1内の第１のタイミングであるとみなしてい
た。かかる第１のタイミングでは、［FATは更新前の正常状態］なので、アプリケーショ
ン層からデータ差分情報を元に再度FAT差分更新を行うことで修復が可能である。一方、B
Up Mark1が存在しないときは、期間T4終了後以降の第２のタイミングとみなしていた。か
かる第２のタイミングならば、［FATとファイルは更新後の正常状態］なので FS に問題
ない。第１のタイミングと第２のタイミングの両者とも、FS は正常動作状態なので、記
録再生装置１は FS を使ってデータを修正して fclose しなおすことができる。
【０１１２】
　しかしながら、電源遮断が発生した場合にBUp Mark1が存在するときとは、実際には、
期間T1内の第１のタイミングで電源遮断が発生したときのみならず、FSの更新期間T2乃至
T4内の第３のタイミングで電源遮断が発生したときも可能性として存在する。かかる第３
のタイミングとなる可能性は、第２のタイミングとなる可能性と比較して、上述したよう
に遥かに低いとはいえ、０ではない。従って、第３のタイミングに電源遮断が発生した場
合には［FAT は更新途中の不正状態］なので、FATの修復ができない可能性がある。FATが
修復できなければ、アプリケーション層からは不可視な未使用領域がメディア上に残り、
その未使用領域が再フォーマットまで使えないことになってしまう。
【０１１３】
　このように、BUp Mark1だけでは、電源遮断が発生したタイミングは、ファイルボディ
書き込み中の期間T1内の第１のタイミングと、FSの更新期間T2乃至T4中の第３のタイミン
グとの何れであるのか、といった切り分けができない。即ち、電源遮断は、FSの更新期間
T2乃至T4となる第３のタイミングで発生する確率が低いとはいえ存在するにも係らず、そ
のFSの更新期間T2乃至T4での電源遮断に対する対処は従来の技術では考慮されていなかっ
た。
【０１１４】
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　そこで、本発明人は、第３のタイミングで電源遮断が発生しても、即ち期間T2乃至T4内
の何れのタイミングで電源遮断が発生しても、ファイルシステムを修復し、かつ、アプリ
ケーションフォーマットで記録データを修復すべく、図６に示されるように、BUp Markと
して、BUp Mark1以外にBUp Mark2-0乃至2-2を追加する手法を発明した。
【０１１５】
　より具体的には、図６に示されるように、fwrite前のステップＳ５１の処理でBUp Mark
1を付与し、さらに、ステップＳ４のファイルボディ書き込み処理の期間Ｔ１終了時点の
ステップＳ６０の処理でBUp Mark2-0を付与し、ステップＳ６のFAT1更新処理の期間Ｔ２
終了時点のステップＳ６１の処理でBUp Mark2-1を付与し、ステップＳ７のFAT2更新処理
の期間Ｔ３終了時点のステップＳ６２の処理でBUp Mark2-2を付与し、ステップＳ８のDir
ectory Entry更新処理の期間Ｔ４終了時点のステップＳ５２の処理で、そのBUp Markをク
リアする、という手法を本発明人は発明した。
【０１１６】
　ここに、BUp Mark1,2-0,2-1,2-2のそれぞれの付与とは、上述した図２のBackupメモリ
１９のBUp Table_App３１とBUp Table_FS３２とのうちの少なくとも一方（本実施の形態
では両方）にBUp Mark1,2-0,2-1,2-2のそれぞれを上書き（更新）することをいう。また
、BUp Markのクリアとは、BUp Table_App３１とBUp Table_FS３２とに記述されているBUp
 Mark、図６の例では主にBUp Mark2-2を消去することをいう。
【０１１７】
　これにより、電源遮断タイミングは、BUp Mark1が存在するときには期間Ｔ１であり、B
Up Mark2-0が存在するときには期間Ｔ２であり、BUp Mark2-1が存在するときには期間Ｔ
３であり、BUp Mark2-2が存在するときには期間Ｔ４である、といったように電源遮断タ
イミングの切り分けが容易にできるようになる。
【０１１８】
　従って、記録再生装置１は、例えば電源遮断発生後に電源が再投入されたときなどに、
かかるBUp Mark1,2-0,2-1,2-2の有無を利用して電源遮断タイミングを認識し、その認識
結果に基づいて必要に応じてFS層を修復し、必要に応じてアプリケーション層（以下適宜
アプリ層と略記する）を修復する処理を実行できる。なお、以下、かかる処理を、FS層／
アプリ層確認修復処理と称する。BUp Mark1,2-0,2-1,2-2の有無を利用したFS層／アプリ
層確認修復処理の一例が、図７のフローチャートに示されている。
【０１１９】
　ステップＳ８１において、記録再生装置１は、図２のBackupメモリ１９のBUp Table_Ap
p３１とBUp Table_FS３２とのそれぞれにBUp Markが存在するか否かを判定する。
【０１２０】
　BUp Markが存在しない場合とは、図６のステップＳ５２のBUp Markクリアが行われたこ
と、即ち、動画データのファイルボディデータの書き込みが完了し（ステップＳ４）、フ
ァイルシステムの更新情報の書き込みも完了し（ステップＳ６乃至Ｓ８）、その結果正常
完了した場合を意味している。このような場合、FS層やアプリ層の確認修復は不要である
。従って、BUp Markが存在しない場合、ステップＳ８１の処理でＮＯであると判定されて
、FS層／アプリ層確認修復処理は終了となる。
【０１２１】
　これに対して、BUp Mark1,2-0,2-1,2-2のうちの何れかがBUp Table_App３１とBUp Tabl
e_FS３２とに記述されている場合、ステップＳ８１の処理でＹＥＳであると判定されて、
処理はステップＳ８２に進む。
【０１２２】
　ステップＳ８２において、記録再生装置１は、BUp Mark1であるか否かを判定する。
【０１２３】
　BUp Mark1である場合とは、動画データのファイルボディデータの書き込み中、即ち、
図６の期間Ｔ１中に電源遮断が発生したことを意味する。この場合、ファイルボディデー
タは、図１のアプリケーションフォーマット制御部２２よって修復されなければならない
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状態である一方、FS層は更新前であってかつそのFS層が正常動作可能状態であることが保
証されていて、FS層の更新差分情報は最終のRUVデータが書き込み開始する一つ前の状態
までしかバックアップされていないので、FS層の更新差分情報からFS層を修復処理するこ
とは不要である。従って、BUp Mark1である場合には、ステップＳ８２の処理でＹＥＳで
あると判定されて、アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ９４以降の処理が実行
される。ただし、ステップＳ９４以降の処理については後述する。
【０１２４】
　これに対して、BUp Mark1ではない場合には、FS層が壊れている可能性がある。そこで
、このような場合には、記録再生装置１は、ステップＳ８２の処理でＮＯであると判定し
て、ステップＳ８３において、FS層は正常であるか否かを判定する。
【０１２５】
　FS層が正常である場合には、アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ８３の処理
でＹＥＳであると判定されて、ステップＳ９４以降の処理が実行される。ただし、ステッ
プＳ９４以降の処理については後述する。
【０１２６】
　これに対して、FS層が不正状態の場合には、ステップＳ８３の処理でＮＯであると判定
されて、処理はステップＳ８４に進む。
【０１２７】
　ステップＳ８４において、記録再生装置１は、BUp Mark2-0であるか否かを判定する。
【０１２８】
　BUp Mark2-0である場合とは、動画データのファイルボディデータの更新書き込みはす
でに完了済みで、FAT FSのFAT1の更新情報書き込み中に電源遮断が発生したこと、即ち、
期間Ｔ２中に電源遮断が発生したことを意味している。この場合、FS層は壊れている可能
性があるため、上述したステップＳ８３の処理でFS層の状態が確認され、FS層が不正状態
であるときには、ステップＳ８３においてＮＯであると判定され、さらにステップＳ８４
の処理でＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ８５に進む。
【０１２９】
　ステップＳ８５において、記録再生装置１は、図３のハードディスク４１の領域４１－
２，４１－３のFAT1とFAT2とをBUpで修復する。さらに、ステップＳ８６において、記録
再生装置１は、ハードディスク４１の領域４１－４のDirectory EntryをBUpで修復する。
【０１３０】
　ここにBUpとは、図２のBackupメモリ１９のBUp Table_FS３２に記述されているFAT1,FA
T2, Directory Entryのそれぞれについての更新差分情報である。
【０１３１】
　なお、ステップＳ８５とＳ８６の処理の理由は次の通りである。即ち、FAT1が壊れたま
ま放置されると、読み取り対象のFSが、読み取られてみてファイルがみあたらないことに
よってFAT1が壊れていると判断され、その後でFAT2が代替使用として読み取り使用され、
これによりそのFSが正常状態で動作する仕組みになっているが、読み取り代替判断処理に
時間がかかり処理も冗長でFAT自体もその後の正常FS前提でのFS差分修正に不都合が発生
するので、FAT1を直すことにしているのである。
【０１３２】
　その後、処理はステップＳ９２に進む。ステップＳ９２において、記録再生装置１は、
FS層の修復に成功したか否かを判定する。
【０１３３】
　FSのFAT1の修復が成功したならばFSは正常状態で動作するので、このような場合には、
アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ９２の処理でＹＥＳであると判定されて、
ステップＳ９４以降の処理が実行される。ただし、ステップＳ９４以降の処理については
後述する。
【０１３４】
　これに対して、修復に失敗した場合には、記録再生装置１は、ファイルシステムエラー
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として再フォーマットを促すべく、ステップＳ９２の処理でＮＯであると判定して、ステ
ップＳ９３において、データエラーをユーザに通告する。これにより、FS層／アプリ層確
認修復処理は終了となる。
【０１３５】
　また、BUp Mark2-1である場合とは、動画データのファイルボディデータの更新書き込
みはすでに完了済みで、さらに、FAT FSのうちのFAT１の更新書き込みは済んで、FAT2側
の情報更新の書き込み中に電源遮断が発生したこと、即ち、期間Ｔ３中に電源遮断が発生
したことを意味している。この場合、FAT2が更新中であって壊れている可能性があり、Di
rectory EntryはFAT1と不一致な更新前の状態なので、この結果、FS層が壊れた状態にな
っている可能性がある。そこで、上述したステップＳ８３の処理でFS層の状態が確認され
、FS層が不正状態であるときには、ステップＳ８３においてＮＯであると判定され、さら
にステップＳ８４の処理でＮＯであると判定され、ステップＳ８７の処理でＹＥＳである
と判定されて、処理はステップＳ８８に進む。
【０１３６】
　ステップＳ８８において、記録再生装置１は、図３のハードディスク４１の領域４１－
３のFAT2をBUpで修復する。さらに、ステップＳ８９において、記録再生装置１は、ハー
ドディスク４１の領域４１－４のDirectory EntryをBUpで修復する。
【０１３７】
　ここにBUpとは、図２のBackupメモリ１９のBUp Table_FS３２に記述されているFAT2, D
irectory Entryのそれぞれについての更新差分情報である。
【０１３８】
　その後、処理はステップＳ９２に進む。ステップＳ９２において、記録再生装置１は、
FS層の修復に成功したか否かを判定する。
【０１３９】
　FS層の修復に成功した場合には、アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ９２の
処理でＹＥＳであると判定されて、ステップＳ９４以降の処理が実行される。ただし、ス
テップＳ９４以降の処理については後述する。
【０１４０】
　これに対して、修復に失敗した場合には、記録再生装置１は、ファイルシステムエラー
として再フォーマットを促すべく、ステップＳ９２の処理でＮＯであると判定して、ステ
ップＳ９３において、データエラーをユーザに通告する。これにより、FS層／アプリ層確
認修復処理は終了となる。
【０１４１】
　また、BUp Mark2-2である場合とは、動画データのファイルボディデータの更新書き込
みはすでに完了済みで、さらに、FAT FSのうちのFAT１とFAT2の更新書き込みは済んで、D
irectory Entry側の情報更新の書き込み中に電源遮断が発生したこと、即ち、期間Ｔ４中
に電源遮断が発生したことを意味している。この場合、更新中であるDirectory EntryはF
AT1，FAT2と不一致な更新前の状態なので、この結果、FS層が壊れた状態になっている可
能性がある。そこで、上述したステップＳ８３の処理でFS層の状態が確認され、FS層が不
正状態であるときには、ステップＳ８３においてＮＯであると判定され、さらにステップ
Ｓ８４,Ｓ８７の各処理でそれぞれＮＯであると判定されて、処理はステップＳ９１に進
む。
【０１４２】
　ステップＳ９１において、記録再生装置１は、図３のハードディスク４１の領域４１－
４のDirectory EntryをBUpで修復する。
【０１４３】
　ここにBUpとは、図２のBackupメモリ１９のBUp Table_FS３２に記述されているDirecto
ry Entryの更新差分情報である。
【０１４４】
　その後、処理はステップＳ９２に進む。ステップＳ９２において、記録再生装置１は、
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FS層の修復に成功したか否かを判定する。
【０１４５】
　FS層の修復に成功した場合には、アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ９２の
処理でＹＥＳであると判定されて、ステップＳ９４以降の処理が実行される。ただし、ス
テップＳ９４以降の処理については後述する。
【０１４６】
　これに対して、修復に失敗した場合には、記録再生装置１は、ファイルシステムエラー
として再フォーマットを促すべく、ステップＳ９２の処理でＮＯであると判定して、ステ
ップＳ９３において、データエラーをユーザに通告する。これにより、FS層／アプリ層確
認修復処理は終了となる。
【０１４７】
　以下、アプリ層の確認や修復を行うための処理、即ち、ステップＳ９４以降の処理につ
いて説明する。
【０１４８】
　上述したように、ステップＳ９４の処理に入るときには、FS層は正常動作状態で入って
くる。
【０１４９】
　そこで、ステップＳ９４において、記録再生装置１は、図３のハードディスク４１の領
域４１－１のアプリ層は正常であるか否かを判定する。
【０１５０】
　ステップＳ９４において、アプリ層は正常であると判定した場合、記録再生装置１は、
ステップＳ９７において、BUp Markをクリアする。これにより、FS層／アプリ層確認修復
処理は終了となる。
【０１５１】
　これに対して、ステップＳ９４において、アプリ層は不正状態であると判定した場合、
記録再生装置１は、ステップＳ９５において、アプリ層を修復する。そして、ステップＳ
９６において、記録再生装置１は、アプリ層の修復に成功したか否かを判定する。
【０１５２】
　具体的には、記録再生装置１は、アプリ層においてRUV単位での最終書き込みアドレス
の一致を確認し、異なる場合はRUV単位で記録時間を縮小する方向でファイルボディデー
タを削除して揃える。
【０１５３】
　そして、記録再生装置１は、アプリケーションフォーマットの長さとFSのデータ長さが
一致していれば、ステップＳ９６の処理で、アプリ層の修復に成功したと判定し、ステッ
プＳ９７において、BUp Markをクリアする。これにより、FS層／アプリ層確認修復処理は
終了となる。
【０１５４】
　これに対して、アプリケーションフォーマットの長さとFSのデータ長さが不一致ならば
、記録再生装置１は、RUV単位でアプリケーションデータ長さに合わせて再度正常動作のF
Sを修復処理して、あわせることを試みる。
【０１５５】
　この試みに成功した場合、ステップＳ９６の処理で、アプリ層の修復に成功したと判定
され、ステップＳ９７の処理で、BUp Markがクリアされる。これにより、FS層／アプリ層
確認修復処理は終了となる。
【０１５６】
　これに対して、この試みに失敗した場合、ステップＳ９６の処理でＮＯであると判定さ
れて、即ち、アプリ層の修復処理はファイルシステムエラーで終了して、処理はステップ
Ｓ９３に進む。そして、ステップＳ９３の処理で、再フォーマット（再初期化）をユーザ
に促すべく、データエラーがユーザに通告される。これにより、FS層／アプリ層確認修復
処理は終了となる。
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【０１５７】
　以上説明したように、図６と図７の例では、BUp Mark1,2-0,2-1,2-2を利用しているの
で、FS層更新期間である時間T2乃至T4に電源遮断が発生しても、FS層を正常動作状態に修
復でき、無効容量（上述したアプリ層から不可視の未使用領域）も発生しない、という効
果を奏することが可能になる。さらに、FS層の修復の際、そのFS層を構成しているFAT1，
FAT2，Directory Entryのうちの修復が必要な箇所のみ修復できるという効果、即ち、修
復が不要な箇所についてはFS更新情報の再度書き込み更新処理は不要となるという効果を
奏することが可能になる。
【０１５８】
　ただし、正常記録中であっても、常にBUp Mark1,2-0,2-1,2-2を細かく付与していくと
いう処理が必要であり、その分だけ記録処理の速度にも影響を及ぼす場合がある。従って
、例えば記録処理のさらなる高速化が要求されている場合には、図８に示されるように２
つのBUp Mark1,2のみを付与するようにすればよい。
【０１５９】
　即ち、図８は、図６とは別の手法が適用された記録処理を説明するフローチャートであ
る。より具体的には、図８に示されるように、fwrite前のステップＳ５１の処理でBUp Ma
rk1を付与し、その後は、ステップＳ４のファイルボディ書き込み処理の期間Ｔ１終了時
点のステップＳ１１１の処理でBUp Mark2のみを付与し、ステップＳ８のDirectory Entry
更新処理の期間Ｔ４終了時点のステップＳ５２の処理で、そのBUp Markをクリアする、と
いう手法が本発明人により発明された別の手法である。
【０１６０】
　この場合のFS層/アプリ層確認修復処理は、例えば図９のフローチャートに従って実行
される。
【０１６１】
　即ち、ステップＳ１２１において、記録再生装置１は、図２のBackupメモリ１９のBUp 
Table_App３１とBUp Table_FS３２とのそれぞれにBUp Markが存在するか否かを判定する
。
【０１６２】
　BUp Markが存在しない場合とは、図８のステップＳ５２のBUp Markクリアが行われたこ
と、即ち、動画データのファイルボディデータの書き込みが完了し（ステップＳ４）、フ
ァイルシステムの更新情報の書き込みも完了し（ステップＳ６乃至Ｓ８）、その結果正常
完了した場合を意味している。このような場合、FS層やアプリ層の確認修復は不要である
。従って、BUp Markが存在しない場合、ステップＳ１２１の処理でＮＯであると判定され
て、FS層／アプリ層確認修復処理は終了となる。
【０１６３】
　これに対して、BUp Mark1,2のうちの何れかがBUp Table_App３１とBUp Table_FS３２と
に記述されている場合、ステップＳ１２１の処理でＹＥＳであると判定されて、処理はス
テップＳ１２２に進む。
【０１６４】
　ステップＳ１２２において、記録再生装置１は、BUp Mark1であるか否かを判定する。
【０１６５】
　BUp Mark1である場合とは、動画データのファイルボディデータの書き込み中、即ち、
図８の期間Ｔ１中に電源遮断が発生したことを意味する。この場合、ファイルボディデー
タは、図１のアプリケーションフォーマット制御部２２よって修復されなければならない
状態である一方、FS層は更新前であってかつそのFS層が正常動作可能状態であることが保
証されていて、FS層の更新差分情報は最終のRUVデータが書き込み開始する一つ前の状態
までしかバックアップされていないので、FS層の更新差分情報からFS層を修復処理するこ
とは不要である。従って、BUp Mark1である場合には、ステップＳ１２２の処理でＹＥＳ
であると判定されて、アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ１２７以降の処理が
実行される。
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【０１６６】
　なお、ステップＳ１２７以降の処理は、上述した図７のステップＳ９４以降の処理と基
本的に同様であるので、ここではその説明は省略する。
【０１６７】
　これに対して、BUp Mark1ではない場合、即ち、BUp Mark2である場合とは、図８の期間
T2乃至T4内、即ち、FS更新期間内に電源遮断が発生した場合を意味する。このような場合
、図７を用いて上述したように、FS層が壊れている可能性がある。そこで、BUp Mark2で
ある場合には、記録再生装置１は、ステップＳ１２２の処理でＮＯであると判定して、ス
テップＳ１２３において、FS層は正常であるか否かを判定する。
【０１６８】
　FS層が正常である場合には、アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ１２３の処
理でＹＥＳであると判定されて、ステップＳ１２７以降の処理が実行される。
【０１６９】
　これに対して、FS層が不正状態の場合には、ステップＳ１２３の処理でＮＯであると判
定されて、処理はステップＳ１２４に進む。
【０１７０】
　即ち、BUp Mark2である場合とは、繰り返しになるが、動画データのファイルボディデ
ータの更新書き込みはすでに完了済みで、その後のFAT FSのFAT1，FAT2，Directory Entr
yのうちの何れかの更新情報書き込み中に電源遮断が発生したこと、即ち、期間T2乃至T4
中に電源遮断が発生したことを意味している。この場合、FS層は壊れている可能性がある
ため、上述したステップＳ１２３の処理でFS層の状態が確認され、FS層が不正状態である
ときには、ステップＳ１２３の処理でＮＯであると判定され、処理はステップＳ１２４に
進む。
【０１７１】
　ステップＳ１２４において、記録再生装置１は、図３のハードディスク４１の領域４１
－２，４１－３，４１－４のFAT1，FAT2，Directory EntryをBUpで修復する。
【０１７２】
　ここにBUpとは、図２のBackupメモリ１９のBUp Table_FS３２に記述されているFAT1,FA
T2, Directory Entryのそれぞれについての更新差分情報である。
【０１７３】
　即ち、図９の例では、図７の例と異なり、期間T3やT4中に電源遮断が発生した場合であ
っても、FAT1,FAT2, Directory Entryの一括修復が行われるのである。
【０１７４】
　その後、処理はステップＳ１２５に進む。ステップＳ１２５において、記録再生装置１
は、FS層の修復に成功したか否かを判定する。
【０１７５】
　FSの修復に成功した場合には、アプリ層の確認や修復を行うべく、ステップＳ１２５の
処理でＹＥＳであると判定されて、ステップＳ１２７以降の処理が実行される。
【０１７６】
　これに対して、修復に失敗した場合には、記録再生装置１は、ファイルシステムエラー
として再フォーマットを促すべく、ステップＳ１２５の処理でＮＯであると判定して、ス
テップＳ１２６において、データエラーをユーザに通告する。これにより、FS層／アプリ
層確認修復処理は終了となる。
【０１７７】
　以上説明したように、図８と図９の例では、BUp Mark1,2を利用しているので、FS層更
新期間である時間T2乃至T4に電源遮断が発生しても、FS層を正常動作状態に修復でき、無
効容量（上述したアプリ層からの不可視の未使用領域）も発生しない、という効果を奏す
ることが可能になる。さらに、図８の例の記録処理では、図６の例と比較して、BUp Mark
を付与する処理数を削減できるので、その分だけ記録処理全体の処理が高速化されるとい
う効果を奏することが可能になる。
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【０１７８】
　ところで、図７または図９のFS層／アプリ層確認修復処理の実行タイミングとして、動
画記録中に電源遮断が発生して、その後電源復旧されたタイミングを例として上述してき
たが、その実行タイミングは、上述した例に特に限定されない。
【０１７９】
　そこで、図７または図９のFS層／アプリ層確認修復処理の実行タイミングの別の例につ
いて、図１０を参照して説明する。図１０は、図１の記録再生装置１が取り得る各動作状
態のうちの一部の例を示している。ここで、「一部」と記述したのは、説明の簡略上、記
録処理に関する動作状態の一部の例のみが、図１０には図示されているからである。即ち
、記録再生装置１は、例えば、動画データ等の記録処理のみならず再生処理も実行できる
ので、当然ながら再生に関する動作状態も存在するが、説明の簡略上、かかる動作状態は
省略されているからである。
【０１８０】
　図１０において、各状態は、１つの楕円で示されており、その楕円内に記述された名称
、例えば「マウント状態」等により判別される。１つの状態から１つの状態への状態遷移
は、所定の条件（以下、状態遷移条件と称する）が満たされると実行される。このような
状態遷移条件は、図１０おいては、１つの状態から１つの状態への遷移を表す矢印に、“
Ｃ”を含む符号を付して表されている。
【０１８１】
　例えば記録再生装置１の電源が投入されると、即ち、電源状態がオン状態になると、記
録再生装置１は、状態遷移条件Ｃ１が満たされたと判定し、その状態をマウント状態に遷
移させる。
【０１８２】
　マウント状態とは、各ドライブや記録メディアのチェック動作、即ち、いわゆるマウン
ト動作を行い、その後、記録再生装置１の動作を待機させる状態をいう。
【０１８３】
　かかるマウント動作において、所定の記録メディアのチェック時に異常が発生すると、
例えば、図１のハードディスクドライブ１６の図３のハードディスク４１のFSが読めなか
った等の異常が発生すると、記録再生装置１は、状態遷移条件Ｃ２が満たされたと判定し
、その状態をマウント状態からFS層／アプリ層確認修復状態に遷移させる。
【０１８４】
　このFS層／アプリ層確認修復状態が、図７または図９のFS層／アプリ層確認修復処理が
実行されている状態である。即ち、図１０の例では、状態遷移条件Ｃ２が満たされると、
異常が発生している所定の記録メディアに対して、図７または図９のFS層／アプリ層確認
修復処理が開始される。
【０１８５】
　状態遷移条件Ｃ２が満たされたことをトリガとして、図７または図９のFS層／アプリ層
確認修復処理が開始され、その処理が終了すると、状態遷移条件Ｃ３が満たされたと判定
されて、記録再生装置１の状態はFS層/アプリ層確認修復状態からマウント状態に遷移す
る。
【０１８６】
　また、図示はしないが、例えば図１の操作装置２により「記録」、「中立」、「再生」
等の切替操作が可能であるとして、かかる切替操作により「記録」への切替が指示される
と、状態遷移条件Ｃ４が満たされたと判定されて、記録再生装置１の状態はマウント状態
から記録開始準備状態に遷移する。
【０１８７】
　なお、記録開始準備状態において、上述した切替操作により「中立」や「再生」等への
切替が指示されると、状態遷移条件Ｃ５が満たされたと判定されて、記録再生装置１の状
態は記録開始準備状態からマウント状態に遷移する。
【０１８８】
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　記録開始準備状態とは、上述した図６または図８の記録処理を何時でも開始できる状態
、即ちいわゆる待機状態をいう。従って、図１の操作装置２により動画記録開始命令が発
行されると、状態遷移条件Ｃ６が満たされたと判定されて、記録再生装置１の状態は記録
開始準備状態から記録状態に遷移する。この記録状態が、図６または図８の記録処理が実
行されている状態である。即ち、図１０の例では、状態遷移条件Ｃ６が満たされると、図
６または図８の記録処理が開始される。
【０１８９】
　その後、図６または図８の記録処理が最後まで終了すると、即ち、ステップＳ９のfclo
seが行われると、状態遷移条件Ｃ７が満たされたと判定されて、記録再生装置１の状態は
記録状態からFS層／アプリ層確認修復状態に遷移する。即ち、図１０の例では、記録処理
が最後まで終了した場合にも、図７または図９のFS層／アプリ層確認修復処理が開始され
る。即ち、記録処理が最後まで終了した場合であっても、FS層やアプリ層が１００％正常
であるとは断言できず、その正常性をチェックするため、図７または図９のFS層／アプリ
層確認修復処理が実行されるのである。
【０１９０】
　状態遷移条件Ｃ７が満たされたことをトリガとして、図７または図９のFS層／アプリ層
確認修復処理が開始され、その処理が終了すると、状態遷移条件Ｃ８が満たされたと判定
されて、記録再生装置１の状態はFS層/アプリ層確認修復状態から記録開始準備状態に遷
移する。
【０１９１】
　なお、記録状態中に電源遮断が発生し、その後、電源が再投入されると、状態遷移条件
Ｃ１が満たされてマウント状態に遷移し、さらに、状態遷移条件Ｃ２が満たされてFS層／
アプリ層確認修復状態に遷移する。そして、電源遮断が発生したときに記録対象であった
記録メディアに対して、図７または図９のFS層／アプリ層確認修復処理が開始される。
【０１９２】
　ところで、以上の説明では、アプリケーションが管理可能なファイルボディデータの単
位、即ち、アプリケーションフォーマットの動画データ書き込み最小記録単位は、１RUV 
単位であるとしてきたが、1RUV単位に特に限定されず、例えばVOBU等を単位としてもよい
。ただし、上述した例の１RUV単位が好適である。なぜならば、サーチ情報含まれた RUV 
単位での修復が、サーチ情報を作り直す必要がなくて、アプリケーションフォーマットと
して、図７や図９を用いて説明した修復処理が容易となるからである。
【０１９３】
　より具体的には例えば、1RUVが 1GOP ならばサーチデータの再生成は不要だが、複数GO
P、VOBU単位で長さ修正しようとする場合には、サーチデータの入っている VOBU_TABLE 
から再生成が必要になることからエンコード／デコード部１３の処理が重く複雑となり、
その結果、処理時間がかかってしまうからである。例えば、いわゆるHQ（High Quality）
モード撮影の場合、映像音声の１GOP（0.5秒）でストリームデータレート上限が10.08Mbp
sになり、１RUVはVOBU １０個構成で、5秒単位となる。エンコードはVBRでどのような撮
影対象の場合でも、１RUVの上限は、320パック、740kByte、1480セクタまでとなる。なお
、FATの１クラスタが32Kバイトの場合、24クラスタ（正確には23.125クラスタ）使用まで
とする。この場合、これより小さな区間で、ちょうどFSの書き込み更新タイミングでの電
源遮断が繰り返されると、アプリケーションフォーマットにとって不可視な未使用領域が
増大することになる。しかしながら、本実施の形態では、上述した図６または図８の記録
処理を実行できるので、即ち、BUp Mark2-0乃至2-2やBUp Mark2が付加されるので、上述
したようにFSの修復が可能になる、その結果、未使用領域は発生せず、ファイルがFAT的
に壊れることもなくなるのである。
【０１９４】
　また、上述した例では、図２に示されるように、１ファイルの記録処理のときに、1RUV
のファイルボディの記録メディア（例えば図３のハードディスク４１）への記録ごと（例
えば５秒ごと）に、FSの更新差分情報をBackupメモリ１９（図１）にバックアップしてゆ
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き、撮影完了したときに、即ち図３等のように動画記録終了命令がなされたときに、記録
メディアへのFSの更新を行うとした。
【０１９５】
　このような場合には、バックアップするFSの更新差分情報は、その名の通り差分情報で
あるため、そのデータ量は高々2kByte の２倍、4kByte と、比較的少なくて済む。そこで
、例えば仮に、FSの更新差分情報を格納するBUp Table_FS３２（図２）の容量を2kByteと
して、1RUVの記録ごとに、FS の更新差分情報を上書きしていく、即ち、バックアップ更
新していく案も考えられる。ただし、このような案を採用する場合であって、Backupメモ
リ１９がフラッシュメモリで構成されている場合には、そのフラッシュメモリの書き込み
更新回数が頻繁になり、書き込み回数上限（通常は数１０万回とされている）の書き換え
更新寿命に早期に到達してしまう恐れがある。
【０１９６】
　一方で、上述した例では、記録処理途中の全RUVについての更新差分情報、即ちアプリ
ケーションフォーマットの更新差分情報がBackupメモリ１９にバックアップされているの
で、ファイル記録が電源遮断で終わった場合に、アプリケーションフォーマットで記録完
成したRUV単位での任意の長さまでの動画撮影記録ファイルに調整可能に構成することが
できる。この場合には、FSの更新差分情報も RUV 単位で全て持っているのが好都合であ
る。ただし、この場合、 FAT の記録１ファイル最長 2GByte 長であるとすると、全RUVに
ついてのFSの更新差分情報を格納するBUp Table_FS３２（図２）のサイズは例えば次のよ
うになる。即ち、例えば 1RUV ５秒で24クラスタ未満、740kByte 以下であることから、2
GByte 長のファイルが含む RUV 個数は約2639個以上になり、各々の RUV ごとに4kByte分
の FS の更新差分情報をBUp Table_FS３２に削除せずに順次蓄積していくと、動画１ファ
イルの記録長さが2GByte ファイルに達する場合には、BUp Table_FS３２の容量は最大で 
10.3MByteにもなる。
【０１９７】
　そこで、Backupメモリ１９の書き換え更新寿命と容量とのバランスを考慮して、即ち、
より一段と効率のよいバックアップを考慮して、例えば次のようなFS更新手法を採用する
こともできる。
【０１９８】
　即ち、大容量フラッシュの１セクタは 64kByte なので、Backupメモリ１９のうちのBUp
 Table_FS３２に割り当てるサイズは１セクタの整数倍のデータサイズとし、RUV単位毎の
FSの更新差分情報の全てを消去せずに（上書きせずに）BUp Table_FS３２に蓄積していき
、１セクタの整数倍のデータサイズ以下に収まる所定のRUV個数のFSの更新差分情報が蓄
積された段階で、記録メディアに対するFSの更新処理を行い、即ち、図３等のステップＳ
６乃至Ｓ８の処理を実行し、BUp Table_FS３２をクリアした後、そのままファイル録画を
継続する、というFS更新手法を採用してもよい。即ち、図３のステップＳ４の処理とは、
上述した図３等の説明では、ファイルボディデータとして動画記録終了命令がなされるま
での全てのRUVを記録メディア（図３の例ではハードディスク４１）に記録するまでの一
連の処理であるとした。これに対して、本FS更新手法が適用されたステップＳ４の処理と
は、１セクタの整数倍のデータサイズ以下に収まる所定のRUV個数のみを記録メディアに
記録するまでの一連の処理となる。換言すると、本FS更新手法では、１セクタの整数倍の
データサイズ以下に収まる所定のRUVを単位として、その単位毎に、ステップＳ４乃至Ｓ
８の処理が繰り返し実行されることになる。
【０１９９】
　さらにまた、FSの差分を取るための単位は、上述した例ではRUVとされたが、より一般
的にいえば、記録メディアの種類やFSの種類といった各種類に対するアプリケーションフ
ォーマットの取り扱う最小単位（適宜、FSに基づくアプリケーションフォーマットの最小
単位、或いは単にFSの最小単位とも称する）と、アプリケーションフォーマット規格のひ
とつとしての映像音声圧縮ストリーム規格の記録最小単位（以下、アプリケーションフォ
ーマットの動画データ書き込み最小記録単位と適宜称する）との最小公倍数のＬ倍（Ｌは
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、1以上の整数値）とすればよい。
【０２００】
　詳細には、FSに基づくアプリケーションフォーマットの最小単位と、映像音声圧縮スト
リーム規格の記録最小単位とは、必ずしも一致することはなく、相互の最小単位の最小公
倍数で単位が揃えられて、その揃えられた単位がファイルの記録単位として、ファイルの
生成と記録が行われる。
【０２０１】
　例えば、アプリケーションフォーマット規格の記録メディアでの最小記録単位、即ち、
FSに基づくアプリケーションフォーマットの最小単位は、記録メディアがハードディスク
スクドライブ（以下、適宜HDDと略記する）１６やメモリのFSの場合には、５１２バイト
１セクタとして取り扱われる。ただし、上述した例のように、生成後のファイルの記録メ
ディア上での汎用性を考慮して、５１２バイトの整数倍集合である３２ｋバイト１ＥＣＣ
の整数倍を、FSに基づくアプリケーションフォーマットの最小単位として採用してもよい
。
【０２０２】
　他方、映像音声圧縮ストリーム規格の記録最小単位は次のようになる。即ち、例えば、
映像音声圧縮ストリーム規格のうちのＳＤ方式の映像音声圧縮ストリーム規格では、ＭＰ
ＥＧ－ＰＳストリームが規定されており、その最小記録単位は２ｋバイトパックの整数倍
であり、映像音声連続ストリームデータとしての記録最小単位は、この最小データ単位の
整数倍となるＭＰＥＧの１ＧＯＰを含む１ＶＯＢＵ（ビデオオブジェクトユニット）の０
．５秒時間分の可変長圧縮データサイズとなる。
【０２０３】
　また例えば、映像音声圧縮ストリーム規格のうちのＨＤ方式の映像音声圧縮ストリーム
規格では、Ｈ２６４／ＡＶＣ方式のＭＰＥＧ－ＴＳストリームが規定されており、１８８
バイト＋同期データ数バイトを最小データ単位とし、上述した実施例の場合は、１９２バ
イトを１パックとして、映像音声連続ストリームデータとしての記録最小単位は、この最
小データ単位の整数倍となるＭＰＥＧの１ＧＯＰを含む１ＶＯＢＵ（ビデオオブジェクト
ユニット）の０．５秒時間分の可変長圧縮データサイズとなる。
【０２０４】
　従って、ファイルの記録単位は、ＳＤ映像ＭＰＥＧ－ＰＳストリームの場合には、３２
ｋバイトの整数倍であってかつ最小公倍数である３２ｋバイト単位の整数倍となり、ＨＤ
映像Ｈ２６４／ＡＶＣのＭＰＥＧ－ＴＳストリームの場合は１９２バイトと５１２バイト
の最小公倍数である６ｋバイトの整数倍で、かつ３２ｋバイトの整数倍の最小公倍数であ
る１９２ｋバイト単位の整数倍となる。これらの各記録単位が、例えば１RUVとなる。
【０２０５】
　即ち、ＳＤ映像ＭＰＥＧ－ＰＳストリームの場合には、映像圧縮ＭＰＥＧ－ＰＳであっ
て内部にＳＣＲ連続時刻情報をもつ２ｋバイト１パックが単位となり、その１パック単位
の整数倍である３２ｋバイトがＥＣＣ単位を構成し、かかるＥＣＣ単位が、映像音声圧縮
ストリーム規格の記録最小単位となる。一方、上述したようにFSのメディア１セクタ５１
２バイトが、FSに基づくアプリケーションフォーマットの最小単位である。従って、この
５１２バイトとＥＣＣ３２ｋバイトとの最小公倍数の整数倍のサイズが、記録ファイルの
記録単位となり、この記録単位で揃えられて（すなわちアライン処理されて）記録メディ
アに記録されることで、１RUVサイズになる。
【０２０６】
　また、ＨＤ映像Ｈ２６４／ＡＶＣのＭＰＥＧ－ＴＳストリームの場合には、映像圧縮Ｍ
ＰＥＧ－ＴＳであって例えばＡＶＣＨＤやＢｌｕ－Ｒａｙで定められるごとくＨ２６４／
ＡＶＣの１８８ｋＢｙｔｅと同期データ４バイトを合わせた１パケットが基本パケットと
なり、かかる基本パケットのサイズ、即ち、１９２バイトが映像音声圧縮ストリーム規格
の記録最小単位となる。従って、１９２バイトと、FSのメディア１セクタ５１２バイトと
の公倍数は６ｋバイトとなり、この６ｋバイトと、アプリケーションフォーマットのメデ
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ィア汎用的なＥＣＣ３２ｋバイト指定サイズとの最小公倍数の整数倍が、記録ファイルの
記録単位となり、この記録単位で揃えられて（すなわちアライン処理されて）記録メディ
アに記録されることで、１RUVサイズになる。
【０２０７】
　即ち、アプリケーションフォーマット規格によるＳＤ方式映像音声圧縮ストリームとＨ
Ｄ方式の映像音声圧縮ストリームとのそれぞれは、無限の長さの圧縮ストリームがバッフ
ァメモリに蓄積されてから記録メディアに書き込まれるのではなく、バッファメモリにお
いて、RUV単位の圧縮ストリームが生成されて記録メディアに書き込まれる。即ち、所定
サイズの圧縮ストリームがバッファメモリに蓄積された場合、例えば数Ｍバイト乃至数１
０Ｍバイトを超えたサイズの圧縮ストリームがバッファメモリに蓄積された場合、それが
RUV（ビデオ記録１単位）として記録メディアに記録されつつ、撮影中の圧縮ストリーム
が並列処理により次の別RUVとしてバッファメモリに蓄積される、という処理が繰り返し
行われる。このように、RUVは時間長さではなくデータサイズで決められる。
【０２０８】
　従って、本実施の形態では、上述したように、FSの差分を取るための単位として、RUV
を採用するようにしたのである。
【０２０９】
　次に、FSのバックアップとその書き込み制御との全体処理について説明する。
【０２１０】
　ただし、以下の説明では、図１の記録再生装置１は、図１１に示されるようなビデオ一
体型カメラとして構成されているとする。
【０２１１】
　即ち、以下の例では、記録再生装置１は、ＳＤ動画記録、ＨＤ動画記録、および、静止
画記録のそれぞれを実行できるとする。
【０２１２】
　この場合、ＳＤ動画記録、ＨＤ動画記録、および、静止画記録は、例えば、次のような
動画または静止画のストリームデータのアプリケーションフォーマットに基づいて行われ
る。
【０２１３】
　即ち、ＨＤ動画記録についてのアプリケーションフォーマットとしては、例えば、ＡＶ
ＣＨＤやＢｌｕ－Ｒａｙで定められるごとくＨ２６４／ＡＶＣの１パケット１８８ｋＢｙ
ｔｅと同期データ４バイトを合わせたパケットを基本パケットとして持つトランスポート
ストリームを使用する規格の映像記録アプリケーションフォーマットが採用される。
【０２１４】
　また、ＳＤ動画記録についてのアプリケーションフォーマットとしては、例えば、ＭＰ
ＥＧ２－ＰＳのごとくＳＣＲ時刻連続データ情報を内在してもつ２ｋバイトの基本パック
データとしてもつプログラムストリームを使用する規格の映像記録アプリケーションフォ
ーマットが採用される。かかるアプリケーションフォーマットでは、ＸＰ、ＨＱ＋、ＨＱ
、ＳＰ、ＬＰという映像圧縮率、即ち記録映像品質をあらわす画質モードと、また映像の
縦横比サイズである映像アスペクト比の選択設定が可能であり、かかる選択設定の結果と
して、圧縮映像音声データのそれぞれ相違する記録目標の平均あるいは最大平均の記録デ
ータ転送レートが実現される。
【０２１５】
　ここに、平均的または最大平均的な記録時間量とは、圧縮映像記録再生装置（ここでは
記録再生装置１）側の設計仕様に存在する量である。かかる設計仕様としては、被写体内
容によって変わるもので、通常の家庭内や自然風景の細かさと動きの映像を平均的な操作
で映像記録する使い方での平均的な記録残量時間を用いる設計仕様でもよく、或いは、通
常のスポーツや特殊作業環境で使用するユーザの使用状況下で予測されるかなり細かい映
像で動きの激しい被写体映像を短く何度も記録停止を繰り返す使われ方での最大平均的な
記録時間量を用いる設計仕様でもよい。
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【０２１６】
　また、静止画記録では、ＤＣＦ静止画が記録対象となる。ＤＣＦ（Design rule for Ca
mera File system）は、デジタルカメラの標準的な画像ファイルとして、ＪＥＩＴＡ：電
子情報技術産業協会によって決められたものである。Ｅｘｉｆ（Exchangeable Image Fil
e Format）の仕様はこのＤＣＦによって決められているので、Ｅｘｉｆ対応ＪＰＥＧがＤ
ＣＦとなる。
【０２１７】
　即ち、本例で取り扱うＤＣＦ静止画は、デジタルカメラとして機能する記録再生装置１
によって撮影された画像のことであって、ＪＰＥＧ圧縮で記録され、Ｅｘｉｆによってさ
らに日付や撮影場所などの撮影情報が付加情報として加えられ、ＤＣＦ画像ファイルとし
て記録メディア（ハードディスクドライブ１６やリムーバブルメディア５等）に保存され
る。なお、記録再生装置１のみならず、現在のデジタル静止画撮影カメラはほとんどがＤ
ＣＦ対応となっている。
【０２１８】
　従って、静止画記録についてのアプリケーションフォーマットとしては、例えば、静止
画ＤＣＦのアプリケーションフォーマットが採用される。かかる静止画ＤＣＦのアプリケ
ーションフォーマットにおいては、機器側（ここでは記録再生装置１側）で、自分の撮影
仕様に基づいて撮影画像ピクセルサイズが設定される。撮影画像ピクセルサイズとは、撮
影画像の縦横に並ぶ画像ピクセルサイズであって、例えば搭載カメラ静止画撮影解像度の
選択機能によって、４Ｍ（メガ、以下同じ）、３Ｍワイドアスペクト、１．９Ｍ、ＶＧＡ
（０．３Ｍ）などが選択される。さらには、記録再生装置１がＣＭＯＳ撮像素子を有する
場合には、動画像と同時撮影可能な静止画サイズとして、例えば２．３Ｍワイドアスペク
ト静止画があり、４：３動画映像と同時撮影可能な静止画サイズとして１．７Ｍ静止画（
４：３標準アスペクト）があり、かかる静止画を取り扱える仕様とすることも可能である
。
【０２１９】
　ここで、図１２の一番上のタイミングチャートに示されるようなユーザ操作について考
える。即ち、ユーザは、ステップＳＵ１において、ＳＤ動画記録を開始させ、ステップＳ
Ｕ２において、ＳＤ動画記録（例えばＭＰＥＧ２　プログラムストリームでの記録）を進
行させ、ステップＳＵ３において、そのＳＤ動画記録を停止させる。そして、ステップＳ
Ｕ４の撮影休止中を経て、即ち、所定の撮影休止時間をおいて、ユーザは、ステップＳＵ
５において、ＨＤ動画記録を開始させ、ステップＳＵ６において、ＨＤ動画記録（例えば
ＭＰＥＧ４　トランスポートストリーム　ＡＶＣＨＤフォーマットでの記録）を進行させ
、ステップＳＵ７において、そのＨＤ動画記録を停止させる。さらに、ステップＳＵ８の
撮影休止中を経て、即ち、所定の撮影休止時間をおいて、ユーザは、ステップＳＵ９にお
いて、ＤＣＦ静止画の撮影開始と記録完了を行わせる。即ち、ステップＳＵ９においては
、記録再生装置１は、静止画モードとなっており、図示せぬシャッタボタンがユーザによ
り押下されたとき、ＤＣＦ静止画の撮影処理を開始して、それをファイルとして記録メデ
ィア（ハードディスクドライブ１６やリムーバブルメディア５等）に書き込み、その書き
込み完了時間を待って、静止画記録処理を完了とする。
【０２２０】
　このようなステップＳＵ１乃至ＳＵ９のユーザの操作によりＳＤ動画、ＨＤ動画、およ
びＤＣＦ静止画のデータが書き込まれる場所、即ち、記録メディア（ハードディスクドラ
イブ１６やリムーバブルメディア５等）上のデータ位置が、図１２の下部に示されている
。なお、図１２の例では、矢印の右方に向かって、ＬＢＡアドレス値が大きくなるとされ
ている。
【０２２１】
　この場合、例えば、記録メディア上のデータ位置としてＬＢＡアドレス値の小さいメデ
ィア位置に存在する領域７１に対して、FSの管理情報のFAT部分が書き込まれる。また、
このFSの管理情報のFAT部分の登録更新の差分情報が、上述したFSの更新差分情報として
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図１のBackupメモリ１９にバックアップされる。
【０２２２】
　このBackupメモリ１９へのFSの更新差分情報のバックアップタイミングは、次の通りと
なる。即ち、映像音声圧縮ストリーム規格の記録最小単位と、FSに基づくアプリケーショ
ンフォーマットの最小単位（FSの最小単位）との最小公倍数を整数倍したデータサイズが
１RUVデータサイズであり、このRUV単位でデータが記録メディアに記録されていく。そこ
で、上述したように、１RUVの１倍を含む整数倍のデーが記録メディアに記録される毎に
、FSの更新差分情報がBackupメモリ１９にバックアップされていく。
【０２２３】
　即ち、図１２の例では、記録メディアの領域７２に対して、ＳＤ動画ストリームファイ
ルが1RUV単位で記録されていくので、かかる１RUVの整数倍の記録がなされる毎に、FSの
更新差分情報がBackupメモリ１９にバックアップされていく。なお、領域７２を区分して
いる複数の四角のそれぞれに、１RUV分のデータが順次記録されていく。
【０２２４】
　また、図１２の例では、記録メディアの領域７３に対して、ＨＤ動画ストリームファイ
ルが1RUV単位で記録されていくので、かかる１RUVの整数倍の記録がなされる毎に、FSの
更新差分情報がBackupメモリ１９にバックアップされていく。なお、領域７３を区分して
いる複数の四角のそれぞれに、１RUV分のデータが順次記録されていく。
【０２２５】
　ここで、ＳＤ動画ストリームファイルとＨＤ動画ストリームファイルとの各１RUVの内
部構成について説明する。
【０２２６】
　ＳＤ動画ストリームファイルの1RUVの内部構造は、次のようになる。即ち、上述したよ
うに、映像圧縮ＭＰＥＧ－ＰＳであって内部にＳＣＲ連続時刻情報をもつ２ｋバイト１パ
ックが単位となり、その１パック単位の整数倍の３２ｋバイトがＥＣＣ単位を構成し、か
かるＥＣＣ単位が、映像音声圧縮ストリーム規格の記録最小単位でとなる。一方、上述し
たようにFSのメディア１セクタ５１２バイトが、FSに基づくアプリケーションフォーマッ
トの最小単位である。従って、この５１２バイトとＥＣＣ３２ｋバイトとの最小公倍数の
整数倍が、記録ファイルの記録単位となり、この記録単位に揃えられて（即ちアライン処
理されて）記録メディアに記録されることで、１RUVサイズになる。なお、図１２の例で
は、領域７２の先頭のRUVが記録される領域７２－１において、複数に区分されている小
領域のサイズが、５１２バイトとＥＣＣ３２ｋバイトとの最小公倍数とされている。
【０２２７】
　また、ＨＤ動画ストリームファイルの1RUVの内部構造は、次のようになる。即ち、映像
圧縮ＭＰＥＧ－ＴＳであって例えばＡＶＣＨＤやＢｌｕ－Ｒａｙで定められるごとくＨ２
６４／ＡＶＣの１８８ｋＢｙｔｅと同期データ４バイトを合わせた１パケットが基本パケ
ットとなり、かかる基本パケットのサイズ、即ち、１９２バイトが映像音声圧縮ストリー
ム規格の記録最小単位となる。従って、１９２バイトと、FSのメディア１セクタ５１２バ
イトとの最小公倍数は６ｋバイトとなり、この６ｋバイトとアプリケーションフォーマッ
トのメディア汎用的なＥＣＣ３２ｋバイト指定サイズとの最小公倍数の整数倍が、記録フ
ァイルの記録単位となり、この記録単位に揃えられて（すなわちアライン処理されて）記
録メディアに記録されることで、１RUVサイズになる。なお、図１２の例では、領域７３
の先頭のRUVが記録される領域７３－１において、複数に区分されている小領域のサイズ
が、６ｋバイトとＥＣＣ３２ｋバイトとの最小公倍数とされている。
【０２２８】
　ここで、ＳＤ、ＨＤの動画記録が進行する際におけるFSの更新差分情報のBackupメモリ
１９へのバックアップの頻度を考える。
【０２２９】
　即ち、ＳＤ、ＨＤの動画記録が進行する際には、Backupメモリ１９においては、先ずBU
p Markが設定され、その後、所定の１RUVまたは複数RUVの記録メディアに対する記録処理
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毎に生成されたFSの更新差分情報が、順次バックアップされていく。
【０２３０】
　このバックアップの頻度の程度は、例えばＨＤ動画のＸＰ画質では１RUVの記録時間が
５秒程度であることから、1RUV記録毎のバックアップでは頻繁に過ぎるので、１０秒乃至
２０秒間隔毎、即ち、2乃至4RUV記録毎に１度のバックアップが適当であると思われる。
【０２３１】
　また、ＨＤ動画のＬＰ画質では１RUVの記録時間が３０秒を越えるので、1RUV記録毎の
バックアップで問題なく、逆に、複数RUV記録毎のバックアップにすると、それまでの記
録を失う危険性がありうる（ただし、FSの更新タイミングに合致したFS書き込み中のデー
タ破壊はかなり稀である）。従って、1RUV記録毎に１度のバックアップが適当であると思
われる。
【０２３２】
　ＨＤ動画のその他の画質や、ＳＤ動画についても全く同様に、１RUVの記録時間に応じ
て、バックアップの頻度を設定するとよい。
【０２３３】
　なお、静止画には圧縮サイズ単位の指定は特にないが、記録メディアの汎用性から１Ｅ
ＣＣ３２ｋバイトの整数倍が、記録ファイルの記録単位となり、この記録単位に揃えられ
て（すなわちアライン処理されて）記録メディアに記録される。即ち、この記録単位のデ
ータの集合体が、ＤＣＦ静止画ファイルとなる。即ち、図１２の例では、記録メディアの
領域７４に対して、ＤＣＦ静止画ファイルが、上述した記録単位で記録されていくので、
かかる記録単位分のデータの整数倍の記録がなされる毎に、即ち、領域７４を区分してい
る複数の四角のそれぞれにかかる記録単位分のデータが順次記録されていく毎に、FSの更
新差分情報がBackupメモリ１９にバックアップされていく。
【０２３４】
　この場合、静止画についてのFSの更新差分情報のバックアップは、記録開始と記録完了
の操作はシャッタの押下タイミングといった１タイミングだけなので、上述した記録単位
分のデータが記録される毎のバックアップ、即ち毎回バックアップが適当である。
【０２３５】
　このようにして、ＳＤ記録、ＨＤ記録、静止画記録のそれぞれの最中においては、FSの
更新差分情報はBackupメモリ１９に順次バックアップされていく。そして、それぞれの記
録完了のときに、最終にバックアップされたFSの更新差分情報を用いて、FSの管理情報の
ストリームファイル登録情報の記録メディアへの更新書き込み処理（図１２の例でいうFS
差分情報書き込み更新処理）が実行される。即ち、図１２の例では、ステップＳＵ３の記
録停止操作がなされて、ＳＤ動画の記録が完了するとき、ステップＳ２０１Ｓにおいて、
FS差分情報書き込み更新処理が実行される。また、ステップＳＵ７の記録停止操作がなさ
れて、ＨＤ動画の記録が完了するとき、ステップＳ２０１Ｈにおいて、FS差分情報書き込
み更新処理が実行される。そして、ステップＳＵ９の静止画の撮影開始と記録完了操作が
なされて、即ち、シャッタボタンが押下された後静止画の記録が完了するとき、ステップ
Ｓ２０１Ｄにおいて、FS差分情報書き込み更新処理が実行される。
【０２３６】
　次に、編集（削除）におけるFSのバックアップについて説明する。
【０２３７】
　記録再生装置１が図１１のカメラ一体型ビデオで構成される場合には、１チャプタを１
ファイルとして記録されたファイル群から、１つのチャプタを選択して削除したり、複数
チャプタを選択してまとめて削除したり、選択されたアプリケーションフォーマット方式
で記録されたチャプタを全て削除したり、或いはプレイリスト上の編集処理としての移動
、消去、全消去をしたり、という編集処理を実現する機能が備えられている場合がある。
以下、かかる場合について説明する。
【０２３８】
　先ず、前提事項として、本実施の形態の編集仕様としては、例えばオリジナル編集とプ
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レイリスト編集があるとする。
【０２３９】
　本実施の形態のオリジナル編集では、動画チャプタのストリームファイルと、そのファ
イルを管理するアプリケーション管理情報ファイルとが更新修正される。また、本実施の
形態のプレイリスト編集では、動画チャプタのストリームファイルそのものには変更を加
えずに、アプリケーション管理情報ファイルの登録リスト情報が更新修正される。
【０２４０】
　１動画記録ストリームファイルはアプリケーションフォーマットに登録されて動画１チ
ャプタとなる。このチャプタを、編集機能仕様上、オリジナル（以下、ORGと略記する）
チャプタと称することにする。
【０２４１】
　これに対して、アプリケーションフォーマット方式の情報管理ファイルは、各動画チャ
プタを再生リストに登録削除して再生順序を編集制御するための機能を有しており、その
再生リストに登録された指定順番で再生させる機能を有している。このようなファイルを
、編集機能仕様上、プレイリストと称し、また、プレイリストをPLと略記することにする
。
【０２４２】
　このPL編集機能情報を記憶するファイル内部領域も予約され、そのPL編集機能情報の予
約領域とともにPLは、記録メディア上に記録される。例えば後述する図１３乃至図１７の
例では、PLは領域８１に記録される。即ち、編集処理の登録処理は、撮影の際にアプリケ
ーションフォーマットが各チャプタに１つずつ自動的に付属生成したチャプタ情報ファイ
ルを、PLへ追加（PLへの登録）、消去（PLから登録を消去する、という意味）、移動（PL
の登録順序を書き替える、という意味）、全消去（PLの登録リストを初期化状態に書き換
える）することにより行われる。
【０２４３】
　以下、図１３乃至図１７を参照して、オリジナル編集のひとつとして、ORGチャプタを
選択削除する編集（削除）が行われる場合のFSのバックアップについて説明する。
【０２４４】
　図１３は、ORGチャプタの選択削除前の状態を示している。この図１３の状態で、図１
のアプリケーションフォーマット制御部２２は、削除指定されたORGチャプタである動画
ストリームファイルについて、記録メディア上からのデータ削除指定を行う。図１３の例
では、ステップＳ２１１の処理として、チャプタ２であるファイルＮｏ．２とチャプタ３
であるファイルＮｏ．３とがデータ削除対象として指定される。
【０２４５】
　図１４は、アプリケーションフォーマット登録削除更新の状態を示している。即ち、ス
テップＳ２１２において、アプリケーションフォーマット制御部２２は、チャプタ２であ
るファイルＮｏ．２とチャプタ３であるファイルＮｏ．３との各アプリケーションフォー
マット登録管理情報の領域８１上の登録（エントリ）を削除する。即ち、チャプタ２であ
るファイルＮｏ．２とチャプタ３であるファイルＮｏ．３についての登録（エントリ）が
PLから削除される。また、そのステップＳ２１２の処理中に、アプリケーションフォーマ
ット制御部２２は、管理情報部分の書換え更新も行う。
【０２４６】
　図１５は、FSの登録の削除前の状態を示している。即ち、図１４のアプリケーションフ
ォーマットの登録管理情報部分（PL部分）の削除更新が済んだら、図１５に示されるよう
に、FSのファイル登録の削除のステップに進む。即ち、ステップＳ２１３の処理で、Back
upメモリ１９のFSバックアップ記憶割当て領域（例えば図２のBUp Table_FS３２等）にFS
 BUp Markがセットされる。これにより、FSの管理情報の登録の削除処理が開始される。
次に、ステップＳ２１４の処理で、ファイルＮｏ．２とファイルＮｏ．３のそれぞれにつ
いて、FSの管理情報の登録（エントリ）を削除するための更新情報が、FSの更新差分情報
として生成され、Backupメモリ１９のFSバックアップ記憶割当て領域のFS差分情報領域（
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例えば図２のBUp Table_FS３２等）にバックアップされる。
【０２４７】
　図１６は、FSの登録の削除中の状態を示している。即ち、FSの更新差分情報のBackupメ
モリ１９へのバックアップが完了すると、記録メディア上の領域７１に対するFSの管理情
報の更新書き込みが実行される。図１６の例では、ステップＳ２１５の処理で、Backupメ
モリ１９にバックアップされたFSの更新差分情報を用いて、FSの管理情報の登録が削除更
新される。即ち、この例では、削除更新されるFSの管理情報の登録とは、削除対象のファ
イルＮｏ．２とファイルＮｏ．３の各FSの管理情報の登録（エントリ）を指す。また、こ
の削除更新とは、具体的には、FSの更新差分情報が、FSの管理情報のFAT部分とDirectory
 Entry部分とのそれぞれに更新書き込みされることをいう。
【０２４８】
　この図１６の状態で記録再生装置１に電源遮断が発生した場合を考える。この場合、記
録再生装置１は、Backupメモリ１９にFS BUp Markがセットされたままであることを判別
して、Backupメモリ１９からFSの更新差分情報を読み取って、これを代わりに使用して、
FSの管理情報のFAT部分とDirectory Entry部分とのそれぞれに更新書き込みを行えばよい
。これによって、FSの管理情報の書き込み更新の最中に電源遮断が発生して、FSが管理情
報不整合となり壊れてしまったような場合であって、Backupメモリ１９にバックアップさ
れたFSの更新差分情報から安全にFSの管理情報を復旧して、このタイミングの電源遮断が
原因で壊れたFSを復旧させることができる。
【０２４９】
　図１７は、FSの管理情報登録から削除完了までの状態が示されている。即ち、図１７に
示される状態になると、ファイルＮｏ．２とファイルＮｏ．３とのFSの管理情報の登録（
エントリ）の削除は完了しているので、ステップＳ２１６の処理で、ファイルＮｏ．２と
ファイルＮｏ．３の削除が行われ、ステップＳ２１７の処理で、Backupメモリ１９のFS B
Up Markがクリアされる。これにより、FSの管理情報からファイルのエントリの削除処理
が終了することになる。
【０２５０】
　以上の図１３乃至図１７におけるステップＳ２１１乃至Ｓ２１７の処理によって、FSの
管理情報の登録（エントリ）を削除するためのFSの更新差分情報を用いて、記録メディア
上のFSの管理情報の更新書き込みが可能となる。さらに、かかる更新書き込み中に電源遮
断が発生した場合であっても、Backupメモリ１９のFSのバックアップ記憶割当て領域への
書き込みと読出し制御が上述したように行われ、かかる制御の活用によって、電源遮断が
原因で壊れたFSの復旧が可能となる。
【０２５１】
　なお、プレイリスト編集の削除更新においては、実ファイルの削除やサイズ変更は発生
しないので、PLチャプタ登録、PLチャプタの選択消去、PLチャプタの選択移動、PLチャプ
タの全消去といった編集は、記録メディア上の領域８１における情報管理ファイル（PL）
の内部にすでに予約確保されている領域への登録とリストの登録順が修正編集されて、そ
の情報更新が行われる。このため、FSが更新書き込みで壊れることはない。
【０２５２】
　次に、上述したFS BUp Markを、記録メディアのフォーマット初期化でのFSバックアッ
プ制御との共用使用する手法について説明する。具体的にはここではFS BUp Markの設定
とクリアは、記録メディアのアプリケーションフォーマット初期化の際のFS初期化フォー
マットと共用できることについて説明する。
【０２５３】
　この場合の処理（以下、フォーマット処理と称する）は、例えば図１８のフローチャー
トに示されるようになる。
【０２５４】
　即ち、ステップＳ３１１において、記録再生装置１は、アプリケーションフォーマット
のアンロード処理を実行する。ここに、アンロード処理とは、アプリケーションフォーマ
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ット管理情報の制御をシステムの制御管理負荷から降ろし、アプリケーションフォーマッ
ト管理を終了させる処理を意味する。
【０２５５】
　ステップＳ３１２において、記録再生装置１は、ファイルシステムをアンマウントする
。ここに、アンマウントとは、ドライブボリュームのFSの管理情報をドライブハードウエ
ア認識情報の上に載せて読書き制御の情報処理インタフェースを管理する状態をいう。即
ち、アンマウントするとは、ドライブハードウエア認識情報の上に載せたFSの管理情報の
管理状態を終了させる、という意味である。
【０２５６】
　ステップＳ３１３において、記録再生装置１は、Backupメモリ１９にFS BUp Markをセ
ットする。
【０２５７】
　ステップＳ３１４において、記録再生装置１は、FSのフォーマット初期化論理イメージ
書き込み処理を行う。
【０２５８】
　即ち、FS BUp Markがセットされてから、FSのフォーマット初期化処理（フォーマット
初期化論理イメージ書き込み処理）が開始される。このFSのフォーマット初期化処理とし
ては、最初にメディアの物理フォーマットが実行され、その後、FSの論理フォーマットが
実行される。ここで、FSの管理部分のみ初期化データを書きこむクイックフォーマットあ
るいはディスク全面をユーザデータで書き込み直すフルフォーマットが実行される。
【０２５９】
　なお、クイックフォーマットとフルフォーマットとのそれぞれについての、FSのアクセ
スアドレスとメディアセクタのアクセス順番との関係が、図１９に示されている。
【０２６０】
　図１８に戻り、ステップＳ３１５において、記録再生装置１は、Backupメモリ１９から
FS BUp Markをクリアする。
【０２６１】
　その後、記録再生装置１は、ステップＳ３１６において、アプリケーションフォーマッ
トの初期化イメージを生成して、ステップＳ３１７において、そのアプリケーションフォ
ーマットの初期化イメージを記録メディアに書き込む。これにより、記録メディアのフォ
ーマット初期化処理が完了する。
【０２６２】
　ステップＳ３１８において、記録再生装置１は、記録メディアに対するFSのマウント処
理を実行する。
【０２６３】
　ステップＳ３１９において、記録再生装置１は、FSのマウント処理が成功したか否かを
判定する。
【０２６４】
　FSのマウント処理に失敗した場合、ステップＳ３１９の処理でＮＯであると判定されて
、処理はステップＳ３１３に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
【０２６５】
　これに対して、FSのマウント処理に成功した場合、ステップＳ３１９の処理でＹＥＳで
あると判定されて、処理はステップＳ３２０に進む。
【０２６６】
　ステップＳ３２０において、記録再生装置１は、アプリケーションフォーマットのロー
ド確認処理を実行する。
【０２６７】
　ステップＳ３２１において、記録再生装置１は、ロード確認処理が成功したか否かを判
定する。
【０２６８】
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　ロード確認処理に失敗した場合、ステップＳ３２１の処理でＮＯであると判定されて、
処理はステップＳ３１３に戻され、それ以降の処理が繰り返される。
【０２６９】
　これに対して、ロード確認処理に成功した場合、ステップＳ３２１の処理でＹＥＳであ
ると判定されて、フォーマット処理全体が終了となる。
【０２７０】
　以上の図１８のフローチャートに従った処理が、正常状態でのフォーマット処理である
。これに対して、このフォーマット処理中に記録再生装置１の電源遮断が発生し、その後
に電源が再投入された後に実行されるフォーマット処理（以下、電源遮断後の再フォーマ
ット処理と称する）の一例が、図２０のフローチャートに示されている。
【０２７１】
　ステップＳ４１１において、記録再生装置１は、Backupメモリ１９からFS BUp Markが
クリアされているか否かを判定する。
【０２７２】
　ステップＳ４１１において、FS BUp Markがクリアされていないと判定された場合、処
理はステップＳ４１２に進む。記録再生装置１は、ステップＳ４１２において、FS BUp M
arkをセットし、ステップＳ４１３において、FSのフォーマット初期化論理イメージ書き
込み処理を行い、ステップＳ４１４において、FS BUp Markをクリアする。その後、記録
再生装置１は、ステップＳ４１５乃至Ｓ４２０の処理として、図１８のステップＳ３１６
乃至Ｓ３２１と同様の処理を実行する。
【０２７３】
　これに対して、ステップＳ４１１において、FS BUp Markがクリアされていると判定さ
れた場合、処理はステップＳ４１５に進み、ステップＳ４１５乃至Ｓ４２０の処理として
、図１８のステップＳ３１６乃至Ｓ３２１と同様の処理が実行される。
【０２７４】
　即ち、図１８のステップＳ３１４のFSのフォーマット初期化論理イメージ書き込み処理
の実行中に電源遮断が発生した場合には、Backupメモリ１９にFS BUp Markがセットされ
たままとなる。従って、このような場合、ステップＳ４１１の処理でＮＯであると判定さ
れ、FSのフォーマット初期化論理イメージ書き込み処理から再開されるのである。
【０２７５】
　これに対して、Backupメモリ１９からFS BUp Markがクリアされている場合とは、FSの
フォーマット初期化処理（FSのフォーマット初期化論理イメージ書き込み処理）の完了後
に電源遮断が発生したこと、即ち、図１８のステップＳ３１５の処理後に電源遮断が発生
したことを意味する。従って、このような場合、ステップＳ４１１の処理でＹＥＳである
と判定され、アプリケーションフォーマット初期化処理以降から再開されるのである。
【０２７６】
　以上説明したように、通常の記録、オリジナル編集でのFSのバックアップ制御に対して
、Backupメモリ１９にセットされるFS BUp Markを、システム（ここでは記録再生装置１
）として統合的に使用することができる。
【０２７７】
　なお、フォーマット処理では、FSの更新差分情報のBackupメモリ１９へのバックアップ
は不要である。初期化が一旦開始されれば、後戻りはできないからである。
【０２７８】
　以上説明したように、本実施の形態の記録再生装置１は、アプリケーションフォーマッ
トの動画データ書き込み最小記録単位とファイルシステムの最小単位の最小公倍数の整数
倍を単位としてFSの更新差分情報を生成し、それをバックアップ情報としてBackupメモリ
１９（図１）に記憶する。また、記録再生装置１は、記録処理の進捗を示す情報として、
ファイルボディ書き込み中を示すBUp Mark1を付与し、FS更新書き込み中を示すBUp Mark2
を付与する。従って、記録再生装置１の電源遮断が発生した際に、記録再生装置１は、フ
ァイルシステムとディレクトリの更新情報とファイルシステム更新書き込み開始タイミン
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グをアプリケーションフォーマットと整合とったバックアップ情報を、電源供給再開時等
に実施する修復処理に効率よく用いることができる。
【０２７９】
　また、アプリケーションフォーマットレベルでは、記録再生装置１は、従来と同様に、
バックアップ情報を使い、内蔵されている他パッケージ情報を読み出し活用し、修復をお
こなうことができる。ただし、従来、アプリケーションフォーマットがベースにしている
FS自体が壊れた場合には、どうすることもできなかった。これに対して、記録再生装置１
は、図７や図９等を用いて説明したFS層／アプリ層確認修復処理を実行することができる
ので、電源遮断がFS更新書き込み中に発生した場合に破壊されるFSの修復を容易かつ的確
に行うことができる。
【０２８０】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソ
フトウエアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる
場合には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれ
ているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能
を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録
媒体からインストールされる。
【０２８１】
　図２１は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するパーソナルコンピュータの
構成の例を示すブロック図である。
【０２８２】
　図２１において、CPU（Central Processing Unit）２０１は、ROM（Read Only Memory
）２０２、または記憶部２０８に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行す
る。RAM（Random Access Memory）２０３には、CPU２０１が実行するプログラムやデータ
などが適宜記憶される。これらのCPU２０１、ROM２０２、およびRAM２０３は、バス２０
４により相互に接続されている。
【０２８３】
　CPU２０１にはまた、バス２０４を介して入出力インタフェース２０５が接続されてい
る。入出力インタフェース２０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる
入力部２０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部２０７が接続されている。CP
U２０１は、入力部２０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして
、CPU２０１は、処理の結果を出力部２０７に出力する。
【０２８４】
　入出力インタフェース２０５に接続されている記憶部２０８は、例えばハードディスク
からなり、CPU２０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部２０９は
、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して外部の装置
と通信する。
【０２８５】
　また、通信部２０９を介してプログラムを取得し、記憶部２０８に記憶してもよい。
【０２８６】
　入出力インタフェース２０５に接続されているドライブ２１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア２１１が装着
されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得する
。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部２０８に転送され、記憶される
。
【０２８７】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図２１に示されるように、磁気ディスク（フレ
キシブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(
Digital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりな
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るパッケージメディアであるリムーバブルメディア２１１、または、プログラムが一時的
もしくは永続的に格納されるROM２０２や、記憶部２０８を構成するハードディスクなど
により構成される。プログラム記録媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、
モデムなどのインタフェースである通信部２０９を介して、ローカルエリアネットワーク
、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行
われる。
【０２８８】
　即ち、図２１の例では、リムーバブルメディア２１１や記憶部２０８に含まれるハード
ディスクが、動画データ等の記録対象となる記録メディアとして利用される。従って、本
発明を図１１のパーソナルコンピュータに適用することで、リムーバブルメディア２１１
や記憶部２０８に含まれるハードディスクにおけるファイルシステムの修復が可能になる
。
【０２８９】
　なお、本明細書において、プログラム記録媒体に格納されるプログラムを記述するステ
ップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的
に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０２９０】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置または回路により構成される装置
または回路全体を表すものである。
【０２９１】
　また、上述した例では、FSとして、FAT（File Allocation Table）形式のFSが採用され
ていたが、本発明はFAT形式以外の別のFSに適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０２９２】
【図１】本発明が適用される情報処理装置の一実施の形態の記録再生装置の機能的構成例
を示す機能ブロック図である。
【図２】図１のバックアップメモリ制御部２５の制御例を説明する図である。
【図３】図１の記録再生装置の記録処理例の概略を説明するフローチャートである。
【図４】図３の記録処理のうちの動画記録終了命令が発行された後の詳細処理例を説明す
るフローチャートである。
【図５】従来の記録処理例を説明するフローチャートである。
【図６】本発明が適用される記録処理例を説明するフローチャートである。
【図７】本発明が適用されるFS層/アプリ層確認修復処理であって、図６に対応する処理
例を説明するフローチャートである。
【図８】本発明が適用される記録処理例であって、図６とは別の例を説明するフローチャ
ートである。
【図９】本発明が適用されるFS層/アプリ層確認修復処理であって、図８に対応する処理
例を説明するフローチャートである。
【図１０】記録動作に着目した図１の記録再生装置が採り得る状態一例を示す状態遷移図
である。
【図１１】図１の記録再生装置をビデオ一体型カメラとして構成した場合の外観構成例を
示す図である。
【図１２】図１１の記録再生装置が実行するFSのバックアップとその書き込み制御との全
体処理例を説明する図である。
【図１３】オリジナル編集のひとつとして、ORGチャプタを選択削除する編集（削除）が
行われる場合のFSのバックアップ例を説明する図である。
【図１４】オリジナル編集のひとつとして、ORGチャプタを選択削除する編集（削除）が
行われる場合のFSのバックアップ例を説明する図である。
【図１５】オリジナル編集のひとつとして、ORGチャプタを選択削除する編集（削除）が
行われる場合のFSのバックアップ例を説明する図である。
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【図１６】オリジナル編集のひとつとして、ORGチャプタを選択削除する編集（削除）が
行われる場合のFSのバックアップ例を説明する図である。
【図１７】オリジナル編集のひとつとして、ORGチャプタを選択削除する編集（削除）が
行われる場合のFSのバックアップ例を説明する図である。
【図１８】本発明が適用されるフォーマット処理例を説明するフローチャートである。
【図１９】クイックフォーマットとフルフォーマットとのそれぞれについての、FSのアク
セスアドレスとメディアセクタのアクセス順番との関係例を示す図である。
【図２０】本発明が適用される電源遮断後再フォーマット処理例を説明するフローチャー
トである。
【図２１】本発明が適用される情報処理装置としてのパーソナルコンピュータの構成例を
示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２９３】
　１　記録再生装置，　２　操作装置，　３　パーソナルコンピュータ，　４　映像音声
出力装置，　５　リムーバブルメディア，　１１　システム制御部，　１２　映像音声入
出力I/F，　１３　エンコード／デコード部，　１４　データ制御部，　１５　ドライブ
制御部，　１６　ハードディスクドライブ，　２１　記録再生制御部，　２２　アプリケ
ーションフォーマット制御部，　２３　FATファイルシステム制御部，　２４　メモリカ
ード/HDDドライブ制御部，　３１　BUp Table_App，　３２　BUp Table_FS，　４１　ハ
ードディスク，　４１－１乃至４１－４　ハードディスクの領域，　２０１　CPU，　２
０２　ROM，　２０８　記憶部，　２１１　リムーバブルメディア

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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